
第６表　給料表別、

　　  給料表

 行 政 職 給 料 表 　  公安職給料表　  海事職給料表　  研究職給料表　  医療職給料表（一）

　    学

         歴 大 短 高 中 大 短 高 中 大 短 高 中 大 短 高 中 大 短 高 中

学 大 校 学 計 学 大 校 学 計 学 大 校 学 計 学 大 校 学 計 学 大 校 学 計

経験年数 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒

１年未満 27 2 8 37 20 1 11 32 1 1

１年 29 1 8 38 18 2 10 30 2 2 2 2

２年 54 3 7 64 17 4 21 3 3

３年 54 10 12 76 12 7 19 1 1 2 4 4 2 2

４年 52 5 17 74 10 1 7 18 1 1 2 8 8 2 2

５年 73 14 17 104 9 5 14 2 2 7 7 7 7

６年 81 10 15 106 12 7 19 2 2 6 6 4 4

７年 87 14 18 1 120 6 2 9 17 1 1 12 12 9 9

８年 92 14 25 131 10 16 26 1 1 16 16 4 4

９年 75 14 15 104 5 1 17 23 1 1 15 15 9 9

10年 105 25 54 184 6 1 15 22 1 1 2 7 7 9 9

11年 87 15 52 154 9 10 19 1 1 9 9 3 3

12年 77 9 30 116 11 16 27 4 4 5 5 5 5

13年 73 10 34 117 12 20 32 1 1 5 5 4 4

14年 48 6 14 68 18 12 30 7 7 2 2

15年 57 8 18 83 10 1 10 21 3 3 3 3

16年 72 10 27 109 10 1 14 25 5 5 7 7

17年 95 11 36 142 15 12 27 1 1 6 1 7 5 5

18年 94 11 31 136 14 13 27 7 7 3 3

19年 90 18 25 133 17 1 14 32 1 1 2 3 3 3 3

20年 96 9 34 139 23 25 48 2 1 3 6 1 7 6 6

21年 107 14 53 174 32 23 55 2 2 9 9 3 3

22年 82 13 37 132 21 28 49 1 3 4 9 9 9 9

23年 87 20 40 147 23 32 55 4 4 3 3

24年 96 20 44 160 19 22 41 1 1 2 3 3 4 4

25年 63 14 24 101 15 15 30 1 1 7 7 2 2

26年 63 10 20 93 23 1 13 37 1 2 1 4 13 13 5 5

27年 105 22 48 175 16 28 44 5 5

28年 106 16 40 162 17 16 33 1 1 7 1 2 10 2 2

29年 95 16 45 1 157 22 33 55 8 8 4 4

30年 82 18 37 137 12 28 40 4 4 2 2

31年 70 13 39 122 12 39 51 1 1 1 3 3 1 4 2 2

32年 51 18 79 148 11 40 51 4 4 4 1 5 1 1

33年 35 15 70 120 9 39 48 1 1 7 1 8 4 4

34年 27 5 58 90 4 39 43 4 4 1 1

35年以上 46 13 239 10 308 4 248 252 1 5 8 14 9 9 3 3

合　　　計 2,633 446 1,370 12 4,461 504 12 897 1,413 19 33 10 62 229 4 4 237 137 137

平均経験年数 18.0 19.8 24.0 35.9 20.1 18.1 9.8 26.1 23.1 17.8 21.5 37.0 22.9 17.8 24.6 30.7 18.1 16.6 16.6
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学歴別人員及び平均経験年数

 医療職給料表（二）  医療職給料表（三）   大学教育職給料表   高等学校教育職給料表  中学校及び小学校教育職給料表 合　　　　計

大 短 高 中 大 短 高 中 大 短 高 中 大 短 高 中 大 短 高 中 大 短 高 中

学 大 校 学 計 学 大 校 学 計 学 大 校 学 計 学 大 校 学 計 学 大 校 学 計 学 大 校 学 計

卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒

6 6 8 8 61 4 19 84

3 1 4 9 9 14 14 15 15 92 4 18 114

4 2 6 3 11 14 34 34 32 32 147 16 11 174

5 2 7 3 16 19 41 41 66 66 187 29 20 236

10 2 12 2 27 29 42 42 78 78 204 36 25 265

6 3 9 3 24 27 71 71 104 1 105 280 42 24 346

1 1 2 6 26 32 2 2 82 1 1 84 99 99 293 40 23 356

2 2 4 8 12 20 2 2 4 80 80 114 2 116 320 34 28 1 383

2 3 5 1 19 20 3 3 69 1 70 114 114 311 37 42 390

1 3 4 4 10 14 1 1 2 69 2 1 72 107 107 286 31 34 351

3 4 7 3 17 20 3 3 67 2 2 71 149 1 150 352 51 72 475

1 3 4 3 15 18 4 4 90 7 97 193 1 194 399 41 63 503

2 2 12 12 2 2 4 77 3 2 82 191 3 194 368 31 52 451

2 1 3 9 9 1 1 75 1 76 187 4 191 359 25 55 439

3 2 5 1 4 5 2 2 80 3 7 90 205 4 209 366 19 33 418

3 4 7 2 6 8 5 5 87 3 4 94 191 2 193 361 24 32 417

1 1 2 4 4 8 3 3 61 1 2 64 254 6 260 417 23 43 483

2 7 9 3 3 6 8 2 10 70 6 5 81 201 3 204 405 33 54 492

2 2 4 4 1 5 4 4 58 4 4 66 258 2 260 440 23 49 512

3 5 8 6 5 11 5 5 59 4 2 65 216 2 218 402 36 42 480

2 6 8 3 7 10 5 2 7 55 2 3 60 252 1 253 448 30 63 541

7 1 8 4 12 16 4 2 6 65 3 3 71 228 2 230 459 36 79 574

6 6 12 1 21 1 23 1 1 2 50 5 3 58 176 6 182 355 53 72 480

6 5 11 18 1 19 4 1 5 52 4 1 57 174 10 184 353 58 74 485

6 4 10 2 14 2 18 2 2 48 3 1 52 176 20 196 356 62 70 488

2 2 4 3 18 6 27 3 1 4 53 4 3 60 134 31 165 282 71 48 401

5 4 9 6 14 2 22 5 1 6 59 7 66 101 16 117 280 54 37 1 372

6 14 20 1 21 3 25 1 1 60 6 4 70 88 16 104 282 79 83 444

9 8 17 4 21 3 28 3 3 40 3 3 46 103 16 119 291 66 64 421

5 7 12 5 19 9 33 3 3 49 4 4 57 92 10 102 283 56 91 1 431

3 12 1 16 1 10 5 16 4 4 41 4 2 47 100 10 110 249 54 73 376

5 13 18 3 7 8 18 42 5 7 54 94 10 104 231 50 94 1 376

1 11 12 5 9 8 22 1 1 43 5 6 54 70 14 84 187 57 138 382

5 9 14 1 5 5 11 1 1 33 4 5 42 78 17 95 173 50 121 344

4 6 10 2 5 3 10 3 1 4 28 6 10 44 56 12 68 129 35 110 274

4 13 2 19 1 10 7 18 25 1 1 27 112 9 37 1 159 168 24 192 372 71 539 19 1,001

130 171 3 304 103 435 64 602 110 17 1 128 2,062 111 123 1 2,297 4,872 246 5,118 10,780 1,461 2,495 23 14,759

19.6 24.3 35.5 22.4 16.5 17.5 30.3 18.7 24.3 19.9 37.7 23.8 17.8 24.2 28.3 38.7 18.6 18.5 27.0 18.9 18.2 21.1 25.2 36.5 19.7
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第７表　給料表別、級別平均給料額

    給料表

医 療 職 医 療 職 医 療 職 大    学 高    等 中学校及

行 政 職 公 安 職 海 事 職 研 究 職 学 校 等 び小学校

（一） （二） （三） 教 育 職 教 育 職 教 育 職

 職務の級

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１  級 158,718 201,006 208,243 313,411 192,650 309,315

２  級 192,544 249,397 270,250 284,541 415,441 227,522 218,463 321,457 395,276 382,599

３  級 231,189 338,778 384,613 414,531 510,290 301,321 273,309 375,876 520,755 458,966

４  級 288,208 408,651 456,609 479,631 620,644 347,253 373,322 443,568 557,722 511,469

５  級 338,779 432,928 512,400 544,936 429,630 419,554 575,239

６  級 397,269 461,725 471,230 481,125

７  級 435,399 478,347 527,600

８  級 461,916 502,255

９  級 490,737 521,157

10  級 523,293 539,200

11  級 577,768

全  級 358,454 392,915 358,800 369,587 510,065 381,242 346,743 467,338 397,654 399,529

  （注）  給料には、給料の調整額及び教職調整額を含む。以下第８表において同じ。
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第８表　給料表別平均給与月額

 　　             区    分 職   員   １   人   当   た  り   平   均

 給  料  表 給    料 扶養手当 調整手当 小    計 住居手当 通勤手当 そ の 他 合    計

円 円 円 円 円 円 円 円

全 給 料 表 14年 384,621 12,014 695 397,330 4,810 7,207 11,290 420,637

13年 380,267 12,016 666 392,949 4,715 7,189 11,206 416,059

行 政 職 14年 358,454 13,310 531 372,295 3,681 7,783 7,745 391,504

13年 353,656 13,397 494 367,547 3,682 7,822 7,690 386,741

(中小学校事務職) 14年 372,322 9,807 382,129 2,812 8,222 10,452 403,615

13年 365,234 9,506 374,740 2,806 7,971 10,154 395,671

公 安 職 14年 392,915 20,471 245 413,631 2,808 2,182 11,882 430,503

13年 393,268 21,064 64 414,396 2,591 2,202 11,785 430,974

海 事 職 14年 358,800 19,419 378,219 3,719 4,331 15,237 401,506

13年 363,573 19,782 383,355 4,076 4,574 16,239 408,244

研 究 職 14年 369,587 13,405 382,992 5,365 8,745 5,542 402,644

13年 366,703 14,277 380,980 5,238 9,533 5,621 401,372

医 療 職 (一) 14年 510,065 20,869 54,695 585,629 9,093 3,001 253,665 851,388

13年 508,470 21,928 54,617 585,015 9,312 2,899 255,108 852,334

医 療 職 (二) 14年 381,242 9,072 390,314 2,255 7,587 8,157 408,313

13年 379,829 9,587 389,416 2,411 8,143 8,010 407,980

(中小学校栄養職) 14年 396,558 5,277 401,835 608 8,964 10,458 421,865

13年 390,792 6,446 397,238 627 8,828 11,041 417,734

医 療 職 (三) 14年 346,743 5,782 352,525 4,903 6,125 2,366 365,919

13年 346,842 6,160 353,002 3,894 6,122 2,336 365,354

大 学 教 育 職 14年 467,338 11,020 478,358 12,100 4,512 1,697 496,667

13年 455,915 10,906 466,821 12,055 4,234 1,714 484,824

高 等 学 校 等 14年 397,654 10,807 22 408,483 6,399 8,258 6,754 429,894

教 育 職 13年 394,469 10,508 42 405,019 5,968 8,069 6,414 425,470

中 学 校 及 び 14年 399,529 9,634 409,163 5,464 7,870 11,456 433,953

小 学 校 教 育 職 13年 392,631 9,430 402,061 5,523 7,776 11,409 426,769

（注）　その他は、初任給調整手当及び特地勤務手当等である。
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            第９表　給料表別扶養手当支給状況等

その１　扶養親族数別職員数

区　　分 該当職員数 対    象    扶    養    親    族    数

扶養親族数 配      偶      者 配偶者以外の扶養親族

人 人 人

１人 2,827                 923               1,904

２人 2,581               1,035               4,127

３人 2,186               1,413               5,145

４人 933                 803               2,929

５人 170                 154                 696

６人 21 　　　　　　　　  20                 106

７人 1 　　　　　　　　　 1                   6

計 8,719 　　　　　　　 4,349              14,913

（注）「扶養親族」とは、扶養手当の支給対象となっている者である。以下その２において同じ。

その２　給料表別平均扶養親族数及び平均支給額

区　　      分 受　給　者 受　給　者 職　　  員

受 給 者 数 １人当たり １人当たり １人当たり

  給  　料  　表 扶養親族数 平均支給額 平均支給額

人 人 円 円

全 給 料 表 8,719 2.2 20,337 12,014

行 政 職 2,789 2.3 21,289 13,310

公 安 職 1,155 2.4 25,044 20,471

海 事 職 47 2.5 25,617 19,419

研 究 職 149 2.2 21,322 13,405

医 療 職 ( 一 ) 109 2.7 26,229 20,869

医 療 職 ( 二 ) 153 1.9 18,026 9,072

医 療 職 ( 三 ) 251 1.6 13,867 5,782

大 学 教 育 職 71 1.8 19,866 11,020

高 等 学 校 等 教 育 職 1,245 2.2 19,939 10,807

中 学 校 及 び 小 学 校 教 育 職 2,750 2.1 17,931 9,634
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第10表　給料表別住居手当支給状況

区　分 支　　　　給　　　　区　　　　分 職　　　員　　　数 受給者 職  員

職　　　　　　員 配偶者等 １　人 １  人

自      宅 当たり 当たり

取得後５年 借家等 公舎等 小　計 借家等 公舎等 小　計 受 給 者 非受給者 合　　計 平  均 平  均

 給 料 表 以  上 未  満 支給額 支給額

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 円 円

全 給 料 表 2,535 1,082 2,350 1,272 7,239 36 1 37 7,259 7,500 14,759 9,779 4,810

49.2% 50.8% 100.0%

行 政 職 919 349 452 475 2,195 12 1 13 2,207 2,254 4,461 7,440 3,681

49.5% 50.5% 100.0%

公 安 職 211 118 76 353 758 13 13 761 652 1,413 5,213 2,808

53.9% 46.1% 100.0%

海 事 職 20 6 8 2 36 1 1 37 25 62 6,232 3,719

59.7% 40.3% 100.0%

研 究 職 68 12 37 30 147 147 90 237 8,650 5,365

62.0% 38.0% 100.0%

医療職（一） 35 13 35 27 110 110 27 137 11,325 9,093

80.3% 19.7% 100.0%

医療職（二） 38 15 21 15 89 89 215 304 7,701 2,255

29.3% 70.7% 100.0%

医療職（三） 23 8 117 5 153 153 449 602 19,292 4,903

25.4% 74.6% 100.0%

大 学 教 育 職 12 8 20 55 95 1 1 95 33 128 16,303 12,100

74.2% 25.8% 100.0%

高 等 学 校 等 411 155 523 140 1,229 6 6 1,234 1,063 2,297 11,911 6,399

教 　育 　職 53.7% 46.3% 100.0%

中 学 校 及 び 798 398 1,060 170 2,426 3 3 2,426 2,692 5,118 11,528 5,464

小学校教育職 47.4% 52.6% 100.0%

（注）　支給区分における「配偶者等」とは、単身赴任する職員で留守家族が居住する住居に対して支給されるもの

　　　の数をいい、職員小計と配偶者等小計の計は、受給者数とは必ずしも一致しない。
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第11表　給料表別通勤手当支給状況

区　　分 受　           　 給　　            者 受給者 職  員

１  人 １  人

交  通 交通用具使用者 非受給者 合  計 当たり 当たり

機関等 四   輪 その他 併用者 小   計 平  均 平  均

 給 料 表 利用者 支給額 支給額

人 人 人 人 人 人 人 円 円

全 給 料 表 544 10,176 651 64 11,435 3,324 14,759 9,302 7,207

3.7% 68.9% 4.4% 0.4% 77.5% 22.5% 100.0%

行 政 職 412 2,382 348 38 3,180 1,281 4,461 10,918 7,783

9.2% 53.4% 7.8% 0.9% 71.3% 28.7% 100.0%

公 安 職 55 462 208 1 726 687 1,413 4,247 2,182

3.9% 32.7% 14.7% 0.1% 51.4% 48.6% 100.0%

海 事 職 28 3 31 31 62 8,661 4,331

45.2% 4.8% 50.0% 50.0% 100.0%

研 究 職 8 195 10 5 218 19 237 9,507 8,745

3.4% 82.3% 4.2% 2.1% 92.0% 8.0% 100.0%

医 療 職 （一） 53 3 2 58 79 137 7,089 3,001

38.7% 2.2% 1.5% 42.3% 57.7% 100.0%

医 療 職 （二） 5 216 7 3 231 73 304 9,985 7,587

1.6% 71.1% 2.3% 1.0% 76.0% 24.0% 100.0%

医 療 職 （三） 3 444 26 473 129 602 7,796 6,125

0.5% 73.8% 4.3% 78.6% 21.4% 100.0%

大 学 教 育 職 11 64 2 77 51 128 7,500 4,512

8.6% 50.0% 1.6% 60.2% 39.8% 100.0%

高 等 学 校 等 30 1,839 24 6 1,899 398 2,297 9,989 8,258

教 育 職 1.3% 80.1% 1.0% 0.3% 82.7% 17.3% 100.0%

中 学 校 及 び 20 4,493 20 9 4,542 576 5,118 8,868 7,870

小 学 校 教 育 職 0.4% 87.8% 0.4% 0.2% 88.7% 11.3% 100.0%
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第12表 給料表別休職者等の状況

区 分 年４月１日14
休 職 育 児 休 業 合 計

給 料 表 付 け 退 職

人 人 人 人

全 給 料 表 40 212 4 256

行 政 職 12 37 49

公 安 職 1 1 2

海 事 職

研 究 職 1 1

医 療 職 ( 一 )

医 療 職 ( 二 ) 1 2 3

医 療 職 ( 三 ) 2 15 17

大 学 教 育 職 1 1

高 等 学 校 等 教 育 職 8 41 1 50

中学校及び小学校教育職 16 114 3 133

第13表 再任用職員の給料表別、級別人員

級
1 2 3 4 計

給 料 表

全 給 料 表 人 人 人 人 人
1 13 1 15

行 政 職 1 1

( 中小学校事務職 )

公 安 職

海 事 職

研 究 職

医 療 職 ( 一 )

医 療 職 ( 二 )

( 中小学校栄養職 )

医 療 職 ( 三 ) 1 1

大 学 教 育 職

高 等 学 校 等 教 育 職 1 11 12

中学校及び小学校教育職 1 1
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２ 民間給与実態調査の概要について

今回の報告の基礎となった 平成14年職種別民間給与実態調査 の概要は「 」 、
次のとおりである。

（１）調査の目的

この調査は、職員の給与を検討するため、平成14年４月現在における民
間給与の実態を調査したものである。

（２）調査の方法
本委員会及び人事院の職員が分担して各事業所に赴き、面接によって調
査した。

（３）調査の範囲
ア 調査対象事業所
企業規模 100人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所
のうち、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、
運輸・通信業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業及びサービス業

（放送業、医療業等）に分類された187事業所
イ 調査対象職種
94職種（行政職相当職種…44職種、その他の職種…50職種）

（４）調査対象の抽出
ア 標本事業所の抽出

(３)のアに記載した事業所を統計上の理論に従って、産業、規模等に
より８層に層化し、経費、労力等を考慮して定めた抽出率を用いて、こ
れらの層から100事業所を無作為に抽出し実地調査を行った。
イ 従業員の抽出
調査職種に該当する従業員が多数にのぼる場合、初任給関係以外につ
いては、抽出した従業員について調査を行った。

なお、臨時の従業員及び役員はすべて除外した。

（５）実地調査
ア 調査の完結した事業所は、抽出した100事業所のうち、規模が調査の対
象外である事業所及び調査不能の事業所を除く96事業所である。

イ 調査実人員 4,251人

内訳 初任給関係 145人
上記以外 4,106人(うち行政職に相当する職種3,005人）

（６）集計
総計及び平均の算出に際しては、すべて抽出率の逆数を乗ずることによ
り母集団に復元した。

54



第14表 産業別、規模別調査事業所数

事業所規模
計

産業 500人以上 100人～499人 50人～99人

事業所 事業所 事業所 事業所
計 96 3 56 37

漁 業、鉱業、建設業 11 0 6 5

製 造 業 52 3 34 15

電気・ガス・熱供給・水
8 0 3 5

道 業、運輸・通信業

卸 売 ・ 小 売 業 11 0 2 9

金融・保険業、不動産業 3 0 1 2

サ ー ビ ス 業 11 0 10 1

第15表 民間の従業者と行政職の職員との対応格付

民 間 の 従 業 者 職 員 の

企業規模500人以上 企業規模500人未満 職務の級

支 店 長 ・ 工 場 長

事 務 部 長 ・ 技 術 部 長 11 級

事務部次長・技術部次長

支 店 長 ・ 工 場 長

事 務 課 長 ・ 技 術 課 長 事 務 部 長 ・ 技 術 部 長 ９・10級

事務部次長・技術部次長

事務課長代理・技術課長代理 事 務 課 長 ・ 技 術 課 長 ７・８級

事務課長代理・技術係長代理 ６ 級

事 務 係 長 ・ 技 術 係 長

５ 級

事 務 係 長 ・ 技 術 係 長

４ 級

事 務 主 任 ・ 技 術 主 任

３ 級
事 務 主 任 ・ 技 術 主 任

事 務 係 員 ・ 技 術 係 員
事 務 係 員 ・ 技 術 係 員 １・２級

（注） この表は、行政職の職員の給与と民間の給与を比較する際の各役職段階における対応関係を

示したものである。
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　第16表　職種別給与額等の状況

区  　　分 平成14年４月分平均支給額

調　査 平　均 きまって

実人員 年　齢 支給する うち時間 Ａ－Ｂ

職　種　名 給与　Ａ 外手当Ｂ

人 歳 円 円 円 

支 店 長 6 54.7 688,531 0 688,531

工 場 長 12 52.9 607,079 0 607,079

事 務 部 長 15 51.4 578,908 0 578,908

技 術 部 長 34 52.1 613,604 0 613,604

事 務 部 次 長 6 52.9 604,469 0 604,469

技 術 部 次 長 30 50.8 625,432 0 625,432

事 務 課 長 70 47.3 505,425 3,139 502,286

技 術 課 長 103 46.5 531,706 1,537 530,169

事 務 課 長 代 理 15 47.5 505,034 4,434 500,600

技 術 課 長 代 理 36 46.6 585,944 15,448 570,496

事 務 係 長 107 43.6 419,591 35,278 384,313

技 術 係 長 136 44.0 496,930 48,105 448,825

事 務 主 任 160 42.2 332,401 29,870 302,531

技 術 主 任 226 37.3 353,310 42,503 310,807

事 務 係 員 1204 35.5 264,906 23,533 241,373

技 術 係 員 845 32.3 293,225 30,778 262,447

（注）　職種の定義は次のとおりである。

　　　・支店長・工場長…構成員50人以上の支店（社）・工場の長（取締役兼任者を除く。以下同じ。）

　　　・事務部長・技術部長…３課以上又は構成員30人以上の部の長

　　　・事務部次長・技術部次長…上記部長に事故等あるときの職務代行者

　　　・事務課長・技術課長…２係以上又は構成員10人以上の課の長

　　　・事務課長代理・技術課長代理…上記課長に事故等あるときの職務代行者又は課長に直属し部下４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　人以上を有する者

　　　・事務係長・技術係長…課長又は課長代理等に直属する組織（構成員４人以上）の長
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第17表 職種別、学歴別、企業規模別初任給の状況

企 業 規 模 計 500人以上 500人未満

職 種 学 歴 調 査 平均額 調 査 平均額 調 査 平均額
実人員 実人員 実人員

人 円 人 円 人 円

大学卒 18 174,421 6 185,477 12 168,893

事 新 卒 事 務 員 短大卒 6 141,812 2 137,760 4 143,838

務 高校卒 14 135,910 2 149,037 12 133,722

・ 大学卒 22 181,905 3 190,200 19 180,595

技 新 卒 技 術 者 短大卒 13 169,288 7 168,650 6 170,033

術 高校卒 37 150,381 27 150,496 10 150,070

関 大学卒 40 178,537 9 187,051 31 176,065

係 新卒事務員・技術者計 短大卒 19 160,612 9 161,786 10 159,555

高校卒 51 146,409 29 150,396 22 141,153

そ 準新卒薬剤師 大学卒 5 212,326 4 214,550 1 203,430

の 準新卒看護婦（士） 養成所卒 24 195,329 21 196,248 3 188,900

他 準新卒准看護婦（士） 〃 6 156,350 4 159,575 2 149,900

(注)１ 金額は、きまって支給する給与から時間外手当、家族手当、通勤手当等特定の者にのみ支給

される給与を除き、職員の調整手当に相当する額を含むものである。
２ 「準新卒」とは、平成13年度中に資格免許を取得し、平成14年４月までの間に採用された場

合をいう。

第18表 民間における家族手当の支給状況

扶 養 家 族 の 構 成 支 給 月 額

円配 偶 者 14,995

配 偶 者 と 子 １ 人 20,782

配 偶 者 と 子 ２ 人 24,956

（注）１ 家族手当の支給について配偶者の収入に対する制限がある事業所を対象とした。

２ 支給月額は、家族手当が平成12年度以降改定された事業所について算出した。

備 考 職員の場合、扶養手当の現行支給額は、配偶者については16,000円、配偶者以外については、１人目及

び２人目がそれぞれ ,000円である なお 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がいる場合は6 。 、 、

当該子１人につき、5,000円が加算される。
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第19表 民間における特別給の支給状況

区 分

事務・技術等従業者 技能・労務等従業者

項 目

上半期（a） 314,888 円 243,118 円

平均所定内給与月額

下半期（b） 314,369 円 242,248 円

上半期（A） 681,204 円 418,594 円

特 別 給 の 支 給 額

下半期（B） 700,635 円 394,281 円

上半期（A/a） 2.16 月分 1.72 月分

特別給の支給割合

下半期（B/b） 2.23 月分 1.63 月分

年 間 計 4.39 月分 3.35 月分

（注） 上半期とは平成13年５月から10月まで、下半期とは同年11月から平成14年４月までの期間を

をいう。

第20表 民間における賞与の年間支給回数及び支給月

その１ 年間支給回数

支 給 回 数 計 ０回 １回 ２回 ３回 ４回以上

割 合 100.0 ％ 0.9 ％ － ％ 96.7 ％ 2.5 ％ － ％

その２ 支給月

上 支 給 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

半

期 割 合 － ％ 41.2 ％ 46.5 ％ 11.5 ％ － ％ － ％

下 支 給 月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

半

期 割 合 － ％ 99.1 ％ － ％ － ％ 1.5 ％ 1.0 ％
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       第21表　民間における賞与の配分状況

項 目 夏　　季 冬　　季

 区 分 一定率（額）分 考課査定分 一定率（額）分 考課査定分

課長級 68.5
％

31.5
％

67.8
％

32.2
％

係員級 71.2 28.8 71.3 28.7

（注）　制度として配分割合が定まっている事業所及び支給総額の配分割合が判明した事業所における賞与の

　　　配分割合の平均である。
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３ 物価及び生計費について

消費者物価指数は、基準となる時点（５年ごとに改定、平成14年４月現在

は平成12年）で消費者世帯が購入した商品やサービスにかかった費用と、比

較する時点での価格で基準時と同じ量の商品やサービスを購入した場合にか

かる費用を比べ、指数化したものである。

また、標準的な生活の水準を求めるため 「家計調査」 (総務省) に基づ、

き、平成14年４月の標準生計費を次の方法により費目別、世帯人員別に算定

した。

（１）標準生計費の費目

標準生計費は、次の費目に分類して算定しているが、各費目の内容は、

それぞれに掲げる家計調査の大分類項目に対応する。

（２）費目別、世帯人員別標準生計費の算定

１人世帯については、人事院が算定した全国の標準生計費に家計調査に

おける費目別平均支出金額（１ヶ月の日数を365／12 日に、世帯人員を４

人に調整したもの）の全国と松江市との数値比を乗じて算出した。

２人～５人世帯については、費目別平均支出金額に、人事院が算定した

費目別、世帯人員別生計費換算乗数（次表のとおり）を乗じて算定した。

食 料 費 食料（穀類、酒類、外食等にかかった費用）

住居（家賃、設備修繕費等 、光熱・水道、家具、家事用）
住 居 関 係 費

品（家庭用耐久財、室内装備品等にかかった費用）

被服・履物費 被服・履物

保健医療 医 薬 品 保健医療サービス等にかかった費用（ 、 ）、
雑 費 Ⅰ 交通・通信、教育、教養娯楽

雑 費 Ⅱ その他消費支出（諸経費、こづかい、交際費等）

世帯人員
２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人

費 目

食 料 費 ０．４２５ ０．６０３ ０．７８１ ０．９５８

住 居 関 係 費 ０．９９３ ０．９１１ ０．８２８ ０．７４６

被服・履物費 ０．３６０ ０．４８４ ０．６０８ ０．７３１

雑 費 Ⅰ ０．３１８ ０．４４９ ０．５８１ ０．７１３

雑 費 Ⅱ ０．３０５ ０．３８５ ０．４６５ ０．５４５
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第22表 消費者物価指数及び消費支出（勤労者世帯）

（松江市） 出典：総務省

年 月
平成11年４月 平成12年４月 平成13年４月 平成14年４月

区 分

消 費 者 物 価 指 数 100.7 99.9 99.6 97.9

消費支出(勤労者世帯) 335,059 円 363,121 円 297,430 円 354,283 円

(注)１ 消費者物価指数は、平成12年の平均を100としたものである。

２ 消費支出（勤務者世帯）は、家計調査によるものである。

第23表 費目別、世帯別人員別標準生計費

その１ 松江市

世帯人員
１人 ２人 ３人 ４人 ５人

費目

食 料 費 31,840円 34,250円 48,570円 62,890円 77,190円

住居関係費 23,170 51,690 47,410 43,130 38,850

被服・履物費 13,380 8,550 10,800 14,420 17,350

雑 費 Ⅰ 42,480 42,290 59,790 77,310 94,810

雑 費 Ⅱ 14,720 27,940 35,270 42,600 49,930

計 126,590 164,720 201,840 240,350 278,130

その２ 全 国

世帯人員
１人 ２人 ３人 ４人 ５人

費目

食 料 費 30,380円 32,690円 46,350円 60,010円 73,660円

住居関係費 24,040 53,640 49,200 44,760 40,320

被服・履物費 10,270 6,570 8,820 11,070 13,320

雑 費 Ⅰ 42,170 41,980 59,350 76,740 74,110

雑 費 Ⅱ 14,820 26,340 33,250 40,170 47,080

計 121,680 161,220 196,970 232,750 268,490
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４ 勧告による改定額等の概要について

（１）給与の改定額及び改定率

本委員会勧告に伴う本県職員（行政職）の改定額及び人事院勧告に伴う

国家公務員（行政職(一)･(二)）の改定額等の状況は、次のとおりである。

（２）諸手当の改定内容

扶養手当、期末手当・勤勉手当の改定内容は、次のとおりである。

ア 扶養手当

区 分 本県〔行政職〕 国〔行政職(一)･(二)〕

内 訳 改定額 改定率 改定額 改定率

円 ％ 円 ％
給 料 △ 7,031 △ 1.80 △ 6,427 △ 1.68

扶 養 手 当 △ 355 △ 0.09 △ 618 △ 0.16

は ね か え り 分 △ 48 △ 0.01 △ 412 △ 0.11

特 例 一 時 金 － － △ 313 △ 0.08

合 計 △ 7,434 △ 1.90 △ 7,770 △ 2.03

円 円
現 行 給 与 月 額 391,504 382,866

円 円
改定後の給与月額 384,070 375,096

歳 歳
平 均 年 齢 41.5 40.9

（注）１ 「給料」には、給料の調整額を含む。
２ 「はねかえり分」は、給料及び扶養手当の改定に伴って、調整手当及び特地勤務手当等が
減少する額である。

区 分 現 行 勧 告 現行との比較

円 円 円
配偶者 16,000 14,000 △ 2,000

子等のうち２人目まで 6,000 － －１人につき

扶養親族でない配偶
そのうち１人 6,500 － －

者がある職員

配偶者のない職員 11,000 － －そのうち１人

子等のうち３人目以降 3,000 5,000 2,000１人につき

満16歳に達する年度から満

22歳に達する年度の末まで １人につき 5,000 － －

の間にある子の加算額
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イ 期末手当・勤勉手当

（３）モデル給与例

本県職員（行政職）の、現行の給与と本委員会勧告を実施した場合の給

与は、次のように試算される。

手 当 名 区 分 現 行 勧 告 現行との比較

月分 月分 月分
６ 月 期 1.45 － －

期 末 手 当 12 月 期 1.55 － －

３ 月 期 0.55 0.50 △ 0.05

年 間 3.55 3.50 △ 0.05

６ 月 期 0.6 － －

勤 勉 手 当 12 月 期 0.55 － －

年 間 1.15 1.15 －

合 計 4.70 4.65 △ 0.05

（注）平成15年度以降の支給割合は、期末手当を3.25月分とし、勤勉手当を1.4月分とする。

設 定 現 行 勧 告 後
年間給与の比較

役 職 年齢 扶 養 者 月 額 年間給与 月 額 年間給与

歳 円 円 円 円 円
な し

25 195,000 3,256,500 191,600 3,190,140 △ 66,360
（ ）独身

係 員

30 配偶者 259,200 4,310,240 252,700 4,191,355 △ 118,885

配偶者
35 324,900 5,471,709 316,900 5,322,413 △ 149,296
子 １

係長級
配偶者

40 381,800 6,427,001 372,900 6,259,538 △ 167,463
子 ２

配偶者
45 446,000 7,612,460 435,800 7,416,727 △ 195,733

課 長 子 ２

補佐級 配偶者
50 461,300 7,875,159 450,800 7,673,452 △ 201,707
子 ２

配偶者
課長級 55 493,800 8,542,647 482,200 8,316,928 △ 225,719子 ２

配偶者部長級 55 607,200 11,333,048 592,900 11,028,122 △ 304,926
子 ２
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５ 人事院の給与等に関する報告及び勧告（抜粋）

職員の給与に関する報告

経済のグローバリゼーションや規制緩和の進展によって、民間企業はこれまで以上に厳
しい競争の下に置かれている。また、近年の経済情勢の悪化に伴い経営環境が厳しさを増
す中で、多くの民間企業においては、現下の厳しい状況を乗り切るため、給与抑制措置を
含めた様々な経営努力が行われている。

国家公務員については、労働基本権が制約されていることの代償措置として、人事院の
給与勧告制度が設けられている。この勧告は、毎年、公務員の給与水準を民間企業従業員
の給与水準と均衡させること（民間準拠）を基本に行ってきており、従来は民間の給与水
準が毎年上昇してきたことから、公務員給与を民間給与水準にまで引き上げる役割を担っ
てきた。しかしながら、近年においては、厳しい経営環境の下で、民間の月例給の引上げ
が極めて低率・低額に抑えられるとともに、特別給（ボーナス）の年間支給月数も対前年
比でマイナスとなるという状況を反映して、平成11年から13年までの３年間において、特
別給引下げの勧告により公務員の給与が年間ベースで減少することとなったところであ
る。このように労働基本権制約の代償措置である給与勧告は、民間の給与水準が上昇する
ときだけでなく民間の年間給与が減少するという状況の下においても、情勢適応の原則に
基づき公務員給与を適正な水準に設定するものとして実施されてきた。

昨年秋以来一段と厳しさを増した経済・雇用情勢の下で、民間企業の月例給は今春まで
横ばい又は低下の傾向を示し、さらに、本年の春季賃金改定では、月例給の改定見送りや
定期昇給の停止を行う事業所が増加したことがうかがえた。本院は、給与勧告に当たり、
このような民間企業の給与等の実態について精確に調査を行った結果、多くの民間企業で
給与の抑制措置が行われている状況が判明するとともに、本年４月分に支払われた給与に
ついて官民の比較を行ったところ、公務員の月例給が民間を上回っていることが明らかと
なった。
本院は、このような厳しい諸情勢の下で、職員団体や実際の人事管理に当たる各府省の
人事当局から、俸給や諸手当の改定について従来にも増してきめ細かく意見聴取を行うと
ともに、全国各地で有識者、企業経営者や国民（国家公務員に関するモニター）から広く
聴取した意見を踏まえながら、本年の給与改定について様々な角度から検討を行った。
公務員給与は、毎年４月時点で官民給与の比較を行い、民間給与との均衡を図るものと
してきたところであり、本院は、本年の官民給与較差をはじめ給与を取り巻く諸事情を考
慮した結果、民間準拠の原則に則り、公務の月例給を民間の水準まで引き下げ、いわゆる
「逆較差」を解消することが適当であると判断した。さらに、月例給の配分については、
本年の場合較差が△7,770円と大きく、これまでの引上げの例からみて、まず月例給の中
心である俸給の改定を基本とすることが適当と考え、昭和23年の給与勧告制度創設以来、
初めて全俸給表の全俸給月額を引き下げることとし、併せて配偶者に係る扶養手当の引下
げ等を行うこととした。特別給についても、４年連続で0.05月分引き下げることとした。
なお、この改定については不利益不遡及原則を踏まえ、本年４月には遡及させないが、
年間における官民の給与を均衡させる観点から12月期の期末手当で所要の調整を行うこと
としている。
これにより、職員の年間給与は、平均15万円程度減少することとなる。これは、４年連
続、かつ過去最大の引下げである。

現下の厳しい諸情勢の下で官民の給与水準を均衡させるためには、公務員の給与水準を
引き下げる必要がある。他方において公務の活力を維持するためには、実績を上げた職員
に対して各府省においてそれに応じた処遇をすることが重要である 現行制度においても。 、
成績反映の仕組みとして、特別昇給や勤勉手当（ボーナスのうちの考課査定分）の制度が
あり、各府省において成績主義に基づく運用が求められているが、実績を上げた職員に報
いるためには、これらの制度をその本旨に則して一層活用することが必要である。本院と
しても、３月期の期末手当の廃止に合わせて勤勉手当の割合の増加を図ることとしている
ほか、特別昇給や勤勉手当についてよりめりはりのある運用の推進を図るための指針を示
すこととしている。
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１給与勧告の基本的考え方
（給与勧告の意義と役割）
給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応
した適正な給与を確保する機能を有するものである。公務員給与については納税者であ
る国民の理解と納得を得る必要があることから、本院が労使当事者以外の第三者の立場
に立ち、官民給与の精確な比較を基に給与勧告を行うことにより、適正な公務員給与が
確保されている。勧告が実施され、適正な処遇を確保することは、労使関係の安定を図
り、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。

（民間準拠の考え方）
本院は、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること（民間
準拠）を基本に、単純な官民給与の平均値によるのではなく、主な給与決定要素である
職種、役職段階、年齢、勤務地域などを同じくする者同士を対比させ、精密に比較（ラ
スパイレス方式）を行った上で、仮に公務員に労働基本権があればどのような結果とな
るのか等を念頭に置きつつ、社会経済情勢全般の動向等を踏まえながら勧告を行ってき
ている。
民間準拠を基本に勧告を行う理由は、①国は民間企業と異なり、市場原理による給与
決定が困難であること、②職員も勤労者であり、社会一般の情勢に適応した適正な給与
の確保が必要であること、③職員の給与は国民の負担で賄われていることなどから、労
使交渉等によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間企業従業員の
給与に公務員給与を合わせていくことが最も合理的であり、職員をはじめ広く国民の理
解と納得を得られる方法であると考えられることによる。

従来は､「右肩上がり」の経済の中で、民間企業の月例給の水準が全体としては毎年
上昇してきたことを反映して、公務員の月例給についても給与勧告により引上げの改定
を連年行ってきた。本年は民間企業の賃金動向を反映して公務員給与が民間給与を上回
ることとなったが、このような場合においても従前と同様に民間準拠を基本として、生
じた較差の分だけ公務員給与を引き下げることが、国家公務員法第28条の定める社会一
般の情勢に適応させることに合致するものと考える。

（雇用情勢と公務員給与）
近年の厳しい経済状況による民間企業の倒産や人員削減等の影響を受けて、雇用情勢
がこれまでになく悪化する中で、失職リスクの低い公務員の給与については、失業率を
考慮して民間水準より低く定めるべきとの意見もある 民間企業の給与の動向をみると。 、
厳しい経済・雇用情勢の下で現実に給与水準の引下げが行われている事業所もみられる
など、その水準は時々の雇用情勢等の動向を反映したものとなっている。したがって、
公務員給与を民間企業従業員の給与に合わせていくことにより、結果として公務員給与
にも雇用情勢の動向が反映されるものと考えられる。

２ 官民の給与の比較
(1) 職員の給与の状況
本院は「平成14年国家公務員給与等実態調査」を実施し、給与法（ 一般職の職員「
の給与に関する法律 ）適用の常勤職員の給与の支給状況等について全数調査を行っ」
た。その結果、民間給与との比較を行っている行政職の職員（行政職俸給表(一)･(二)
の適用者225,029人、平均年齢40.9歳）の本年４月における平均給与月額は382,866円
となっており、大学教授、医師等を含めた職員全体（463,518人、平均年齢41.4歳）で
は419,319円となった。
また、行政職俸給表(一)適用者の給与（386,354円､40.4歳）を組織区分別にみると､
本府省428,724円（平均年齢38.9歳)､管区機関409,758円（同40.8歳)、府県単位機関
390,832円（同41.6歳)、その他の地方支分部局366,496円（同39.2歳)､施設等機関等
373,253円（同42.5歳）となっている。

(2) 民間給与の調査
ア 職種別民間給与実態調査
本院は、企業規模100人以上で、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所約
34,000（母集団事業所）のうちから、層化無作為抽出法によって抽出した7,886の事業
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所を対象に「平成14年職種別民間給与実態、調査」を実施した。調査では、公務の行
政職と類似すると認められる事務・技術及び技能・労務関係44職種の約32万人並びに
研究員、医師等50職種の約７万人について、本年４月分として個々の従業員に実際に
支払われた給与月額等を実地に詳細に調査するとともに、本年は、引き続き極めて厳
しい経済・雇用情勢等を踏まえ、給与の抑制措置の状況や、各企業における雇用調整
の実施状況等について、例年よりも一層詳細に調査した。また、本年の調査において
は、民間給与の実態をより一層的確に把握するため、全国的な規模で事業所の層化・
抽出方法の見直しを行った。
この職種別民間給与実態調査の対象となる事業所については、給与改定の状況等に
かかわらず無作為に抽出しており、べースアップの中止、定期昇給の停止、賃金カッ
トなどの給与抑制措置を行った事業所の給与の実態も的確に把握するよう設計されて
いる。
職種別民間給与実態調査の調査完了率は、民間の経営環境が厳しい中においても、
各民間事業所の協力を得て、本年も93.8％と極めて高く、調査結果は広く民間事業所
の給与の状況を反映したものとなっている。

イ 調査の実施結果等
本年の職種別民間給与実態調査の主な調査結果は次のとおりである。

(ｱ) 本年の給与改定の状況
（給与改定の状況）
一般の従業員についてベースアップと定期昇給を両方とも実施した事業所の割合
は9.8％にとどまっており(昨年29.7％ 、ベースアップは実施したが定期昇給と区）
分できない事業所や定期昇給を中止した事業所、定期昇給は実施したがベースアッ
プを中止した事業所が68.1％を占めている。また、ベースダウンを実施した事業所
は2.5％（同1.2％）と少ないものの、ベースアップも定期昇給も行わない事業所が
19.6％に上っており（同7.9％） 、昨年に比べてより厳しい状況となっている。

（初任給の状況）
新規学卒者の採用を行う事業所は、大学卒で45.4％、高校卒では18.3％とほぼ昨
年並みとなっており、そのうち大学卒で84.8％、高校卒で86.3％の事業所で、初任
給は据置きとなっている。

（賃金カットの状況）
賃金カットを実施した事業所は 一般の従業員でみると4.8％ 管理職 非組合員、 、 （ ）
では11.0％となっている。企業規模別にみると、一般の従業員ではそれほど大きな
差はみられないが、管理職では企業規模が大きくなるほど賃金カットを実施した事
業所の割合が増加し、企業規模3,000人以上では20.0％となっている。

(ｲ) 雇用調整の実施状況
民間事業所における雇用調整の実施状況をみると 厳しい経営環境を背景として、 、
平成14年１月以降に雇用調整を実施した事業所の割合は60.4％となっている。雇用
調整の措置内容としては、採用の停止・抑制（39.1％ 、部門の整理・部門間の配）
転 24.2％ 残業の規制 24.1％ などの割合が多く 希望退職者の募集 8.8％（ ）、 （ ） 、 （ ）、
一時帰休・休業（3.2％ 、正社員の解雇（2.4％）などの厳しい措置も、割合は少）
ないが実施されている。これらの措置は 「正社員の解雇」を除き、昨年の実施割、
合を上回っている。

このように、民間企業においては、人員の縮小、経費の縮減、残業の抑制等様々な
取組を行いつつ、給与についても、多数の事業所において、ベースアップの中止やベ
ースダウン、定期昇給の停止、賃金カットなどの抑制措置を行っていることが明らか
となった。

(3) 官民給与の比較
ア 月例給
（官民給与の較差）
本院は 国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、 、
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公務においては行政職、民間においては公務の行政職と類似すると認められる職種
の者について、給与決定要素を同じくすると認められる者同士の４月分の給与額を
対比させ、精密に比較（ラスパイレス方式）を行った。その結果、公務員給与が民
間給与を7,770円（2.03％)上回った。
なお、全事業所の19.2％に当たる事業所において、支払は終わっていないが本年
４月に遡って定期昇給分を含め平均1.65％の給与の引上げが実施されることとなっ
ている。これまで、給与引上げが遡及して行われる場合には定期昇給分を除いたベ
ースアップ率を把握して較差に反映させてきたところであるが、本年は定期昇給及
びベースアップをともに実施している事業所は全体の約１割と極めて低い割合とな
っていること、引上げを行っている事業所の多くは定期昇給のみを行う事業所又は
ベースアップと定期昇給の区分ができない事業所であることから、本年はそうした
措置を行う状況にはないと考える。

（諸手当）
民間における家族手当の支給状況を調査した結果、職員の扶養手当の現行支給額
と比較すれば 職員の扶養手当の支給額が民間の家族手当の支給額を上回っている、 。

イ 特別給
本院は、職種別民間給与実態調査により民間の特別給（ボーナス）の過去１年間
の支給実績を精確に把握し、これに職員の特別給（期末手当・勤勉手当）の年間支
給月数を合わせることを基本に勧告を行っている。この比較方式は、民間の特別給
の支給状況が職員の特別給の支給月数に反映されるまでに１年以上の遅れを伴うも
のであるが、精確性や信頼性の点で評価されており、官民の特別給の比較方法とし
て定着している。
本年の職種別民間給与実態調査の結果、昨年５月から本年４月までの１年間にお
いて、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与月額の4.65月分に相
当しており、職員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数（4.70月）が民間事
業所の特別給を0.05月分上回っている。

３公務員給与を取り巻く諸情勢
(1) 最近の賃金・雇用情勢等
ア 民間賃金指標の動向
「毎月勤労統計調査（厚生労働省、事業所規模30人以上）によると本年４月の所定
内給与は、昨年４月に比べ1.0％減少している。また、所定外給与も1.4％減少してお
り、これらを合わせた「きまって支給する給与」は1.0％の減少となっている。なお、
パートタイム労働者を除く一般労働者では、本年４月の所定内給与及び「きまって支
給する給与」は、ともに昨年４月と同水準となっているが、５月の所定内給与は前年
同月比で0.8％減少している。

イ 物価・生計費
本年４月の消費者物価指数 総務省 全国 は 昨年４月に比べ1.1％下落しており（ 、 ） 、 、
勤労者世帯の消費支出（同省「家計調査、全国）は昨年４月に比べ名目0.4％の減とな
っている。
本院が家計調査を基礎に算定した本年４月における全国の２人世帯、３人世帯及び
４人世帯の標準生計費は それぞれ161,220円 196,970円及び232,750円となっている、 、 。
また 「全国消費実態調査 （同省）を基礎に算定した同月における１人世帯の標準生、 」
計費は、121,680円となっている。

ウ 雇用情勢
本年４月の完全失業率（総務省「労働力調査 ）は、昨年４月の水準を0.4ポイント」
上回り、5.2％（季節調整値）となっている。
また 本年４月の有効求人倍率及び新規求人倍率 厚生労働省 一般職業紹介状況、 （ 「 」）
は、昨年４月に比べると、それぞれ0.10ポイント､0.17 ポイント低下して0.52倍（季
節調整値 、0.90倍（同）となっている。）

エ 四現業職員の賃金改定の動向
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一般職の国家公務員約78万人の約４割を占め、給与法適用職員と同じ公務組織で働
く郵政、林野等四現業の職員約30万人については、４月19日の国営企業給与関係閣僚
会議において、各当局側から本年度の賃金水準を実質的に引き下げる必要があると考
えているが、民間企業の賃金交渉妥結状況等を考慮すると、現段階では具体的に回答
できる状況にはない旨の回答を行いたいとの申出がなされ、了承された。これを踏ま
え、同月23日、当局側は労働側に上述の内容の回答を行い、労働側は６月７日に中央
労働委員会に調停申請を行うなど、例年に比べ決着が大幅に遅れている。

(2) 各方面の意見等
本院は、公務員給与の改定を検討するに当たって、厳しい諸情勢を踏まえ、昨年を上
回る規模で、東京のほか全国37都市において有識者、中小企業経営者等広く各界との意
見交換を行ったほか 「国家公務員に関するモニター（500人 」を通じて、広く国民の、 ）
意見の聴取に努めた。
各界との意見交換においては、公務員給与の決定方法や水準については、妥当とする
意見が多数みられたが、中小企業の実態をより反映すべきであるとの意見もあった。ま
た、各地域に勤務する公務員の給与がその地域の民間給与と比較して高すぎるとの批判
も出された。このほか、公務員給与においても能力・実績主義を進めるべきとの意見が
大勢であったが、実際の評価が難しいのではないかという意見もみられたほか、年功的
な職能給から仕事給への転換が民間企業における潮流であり公務もそれを踏まえた見直
しを行う必要があるとの指摘もあった。
また、前記モニターにおいては、国家公務員の給与の決定方法として、民間準拠方式
が妥当とする意見が約66％を占めたほか、公務員の給与を決定するに当たって重視すべ
き要素（複数回答）としては 「職員本人の実績や能力 （94.7％ 「仕事の種類や内、 」 ）、
容 （86.3％）とする意見が高い割合となっている。」

４ 本年の給与の改定
(1) 改定の基本方針
前記のとおり、本年４月時点で、公務員の月例給与が民間給与を7,770円（2.03％）
上回っていることが判明した。これは、厳しい経営環境の下、昨年度後半において民
間給与の水準上昇がみられなかったこと、本年の春季賃金改定期においても、多数の
民間事業所でベースアップの中止、定期昇給の停止、賃金カットなどの給与抑制措置
がとられたことなどによるものと考えられる。
給与勧告を通じて官民給与の精確な比較により適正な公務員給与水準を維持・確保
することは、労働基本権制約の代償措置として、昨年の給与法改正法案に対する国会
の附帯決議をはじめ、これまで各方面から強く求められているものであり、このよう
な機能は民間の給与水準が上がるときだけでなく、下がる場合も同様に働くべきもの
である。
本年においては、公務員給与が民間給与を上回ることとなったが、本院としては、
官民較差の大きさ等を考慮し、これに見合うよう月例給の引下げ改定を行うことが適
切であると判断した。なお、公務員の給与水準を引き下げる方法として、毎年行われ
る昇給を延伸するとの考え方もあるが、昇給率の高い若手・中堅職員に専ら負担を強
いること、昇給は良好な成績を上げた職員に対する給与制度上の措置であり、官民比
較の結果として生じた較差を埋めるための方法として用いることは適当でないことな
どを考慮し、今回の措置としては適当ではないと考えた。
月例給の引下げ改定については、本年における官民較差の大きさ等を考慮し、基本
的な給与である俸給表を引下げ改定するとともに、民間における手当の支給実態等に
かんがみ、扶養手当の改定などを行うこととした。
特別給については、職種別民間給与実態調査の結果に基づき、昨年１年間の民間の
特別給の支給月数に見合うよう、0.05月分引き下げる必要があると判断した。
また、民間の賞与の年間支給回数が２回の事業所がほとんどである実態を踏まえ、
３月期の期末手当を廃止し、その支給月数は６月期と12月期に再配分する。

(2) 改定すべき事項
ア 俸給表
（行政職俸給表）
官民の給与比較を行っている行政職の職員の俸給表（行政職俸給表(一)・(二)）
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については、本年の官民較差がマイナスとなったことから、すべての級のすべての
俸給月額について引下げ改定を行うこととする。
改定に当たっては、世代間の給与配分の適正化の必要性にも留意する一方で、給
与勧告制度創設以来初めての引下げ改定であることから労使双方の意見等も十分に
踏まえることとし、各俸給月額について級ごとに同率の引下げとすることを基本と
する。ただし、官民の初任給の動向や民間の管理職給与の動向等を踏まえ、初任給
付近の引下げ率を若干緩和するとともに、管理職層について平均をやや超える引下
げ率とする この改定により 俸給表の俸給月額 本年４月現在平均328,473円 は。 、 （ ） 、
平均6,408円（2.0％）の減となる。
なお、再任用職員の俸給月額についても、再任用職員以外の職員の俸給月額の改定
に準じた改定を行う。

（行政職以外の俸給表）
行政職以外の俸給表についても、行政職俸給表との均衡を基本に、所要の改定を
行うものとする。指定職俸給表については、従来から参考としている民間企業の役
員給与との間に差が認められるものの、諸般の事情を勘案し、行政職俸給表の管理
職層と同程度の引下げ改定を行う。なお、任期付研究員俸給表（招へい型）につい
ては、一般職特定任期付職員俸給表との均衡にかんがみ、枠外の俸給月額を一般職
職員の最高額まで支給できるよう措置を講ずる。

イ 扶養手当
職員の家計負担の実情、女性の社会進出などに伴う家族の就業形態の変化及びこ
れらに伴う民間における配偶者手当見直しの動き等を考慮すれば、今後、扶養手当
の在り方の見直しを検討することが必要となるものと考えるが、当面は、配偶者に
係る支給月額を縮小するとともに、子等に係る支給月額を重視する方向で改定を行
うこととする。
このため、本年の改定に当たっては、民間の支給状況も考慮し、配偶者に係る支
給月額を2,000円引き下げるとともに、子等を扶養する職員の家計負担の実情や配偶
者に係る手当額を引き下げることにより影響を受ける世帯全体の生計費負担に配慮
して、配偶者以外の扶養親族のうち３人目以降の子等に係る支給月額を2,000円引き
上げることとする。
この改定により、行政職の職員の扶養手当の平均受給額12,776円は、618円（4.8
％）の減となる。

ウ 期末手当・勤勉手当等
期末手当・勤勉手当については、本年４月までの１年間における民間の特別給の
支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き下げ、4.65月分とすること
とし、３月期の期末手当から差し引くこととする。
また、年間支給回数の変更に伴い、３月期の期末手当に相当する特別給を民間賞
与における上半期・下半期の割合等を考慮して、６月期及び12月期に配分すること
とする。本年度については、給与の遡及改定を行わないこと、官民給与を均衡させ
るための所要の調整を12月期の期末手当において行うこととしていることから、３
月期の期末手当のうち0.3月分を12月期に配分することとするが、12月期の期末手当
の額は、支給月数に応じた額に所要の調整を行った額とする。平成15年度において
は、残りの0.2月分の期末手当に相当する特別給を６月期に配分するとともに、民間
賞与の支給状況等を参考としつつ、６月期及び12月期における期末手当・勤勉手当
の割振りを定め直すこととする。
指定職俸給表適用職員の期末特別手当、再任用職員の特別給、任期付研究員及び
特定任期付職員の期末手当についても同様に支給月数の引下げ、期別の再配分等を
行うものとする。

エ 委員、顧問、参与等の手当
委員、顧問、参与等の手当について、指定職俸給表の改定状況等を踏まえ、現行
の支給限度額に関する所要の改定を行う。他方、政府に設置される委員会等の委員
の中には、極めて高度な能力・識見等を必要とし、現行の支給限度額ではそれに見
合う人材の確保が困難なケースが生じてきていることから、現行の支給限度額によ
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り難い特別の事情があると判断される場合には、一般職の最高号俸である指定職12
号俸の年間給与を日額に換算した額を参考として定める額を超えない範囲内におい
て本院の承認を得て手当を支給できることとする。

オ その他
医師に対する初任給調整手当について、所要の改定を行う。
特例一時金（年間3,756円（月当たり313円 ）については、廃止することとする。）
俸給の調整額の平成８年改正に係る経過措置については、本年度は俸給が引下げ
改定されることとなったことを踏まえ、当該措置を廃止し、新たな措置を講じる。
なお、俸給の月額の引下げに伴い、調整手当など俸給の月額を算定基礎としてい
る諸手当は、はね返りにより行政職の職員の場合、平均で412円の減となる。

また 自宅に係る住居手当については 創設当時の意義が薄れてきていることから、 、 、
その在り方について速やかに検討を進める。

(3) 改定の実施時期等
本年の給与改定は、公務員の給与水準を引き下げる内容の改定であるため、この改
定は、官民給与を均衡させるための所要の調整措置を講じた上、遡及することなく実
施することとする なお 引下げ改定に伴う日割計算等の事務の複雑化を避けるため。 、 、
この改定は、この改定を実施するための法律の公布の日の属する月の翌月の初日（公
布の日が月の初日であるときは、その日）から実施することとする。
官民給与は４月時点で比較し均衡を図ることとしており、遡及改定を行わない場合
であっても４月からの年間給与で実質的な均衡を図るための調整を行うことが情勢適
応の原則にもかなうものである。
具体的な調整方法としては、この改定の実施後速やかに調整が行われる必要がある
こと、弾力的な調整を行う場合は月例給より特別給としての期末手当が適当と考えら
れることなどから12月期の期末手当の額において、本年４月からこの改定の実施の日
の前日までの間の給与について所要の調整措置を講ずることとする。
なお、俸給表の切替えに伴う調整措置としては、改定後の俸給表適用の日前に職務
の級に異動があった職員等の号俸等について逆転防止のために必要な調整を行う。

５ 地域における公務員給与の在り方
近時、各地域に勤務する公務員の給与について、その水準がその地域の民間給与に比
べて高いのではないかとの指摘が多くなっている。官民の給与は、精確な調査・比較を
通じ、全体としては均衡が図られているが、公務員給与は広く国民の理解を得られるも
のであることが必要であることから、地域ごとの公務員給与の在り方について、その地
域の民間給与をより反映していくことに配慮する必要がある。
本院は、昨年の給与勧告の際の報告において、このような問題認識に立って、民間給
与の実態把握及び公務部内の給与配分の在り方について幅広く見直しを行うことを表明
し、検討を行ってきた。本年は、各地方公共団体の人事委員会の協力を得て、前記のと
おり平成14年職種別民間給与実態調査について、より的確に民間給与の実情等を把握す
るため標本事業所の層化・抽出方法の見直しを行った。
また、この問題については、本年６月25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改
革に関する基本方針2002」において 「人事院や地方公共団体の人事委員会等は、地域、
毎の実態を踏まえて給与制度の仕組みを早急に見直すなどの取組みを行う必要がある。」
とされ、内閣より人事院にもその旨の要請がなされたところである。
公務部内の給与配分の在り方の見直しについては、本院は、従来より調整手当の支給
地域や支給割合の見直しなど地域間の給与配分の適正化に努めてきたところであるが、
今後、各地域における公務員給与の在り方の見直しを給与配分の適正化の観点から適切
に進めていくためには、本府省と地方の配分や世代間の配分等にも目を配りながら、俸
給制度や地域関連手当をはじめとする諸手当の在り方の抜本的な見直しを行う必要があ
る。
この問題は、公務の労使など関係者が多く、また、各府省の人材確保や人事異動への
配慮も必要であるほか、地方公共団体にも影響することなどから、幅広く深い検討を早
急に必要とするものであり、本院としては、学識経験者を中心とする研究会を直ちに設
置し、関係各方面と幅広く意見交換しながら、早急に結論を得ることができるよう、具
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体的な検討を進めていくこととする。

６ 公務員給与制度の基本的見直し
我が国を取り巻く社会経済情勢が大きく変化し、右肩上がりの成長を前提とすること
ができなくなっている状況の下で、多くの民間企業では、年功的運用に流れやすい職能
給制度の見直し、新たな仕事給や役割給への転換など、人事・賃金制度改革の取組が進
められている。
公務員給与については、昨年12月の公務員制度改革大綱で 「能力等級制度」を前提、
とした新給与制度の導入を図ることとされ、その具体化の検討が進められている。この
問題については、本院は、厳しい経営環境の下における民間企業の近年における賃金制
度見直しの取組等を十分に踏まえつつ、各府省において年次・年功にとらわれた運用に
陥ることがないよう、職員の職務・職責を基本とし、その能力・業績等が十分反映され
る給与制度を構築していく必要があると考える。
本院は、公務員の給与等勤務条件の決定については、法定すべき基本的事項は国会及
び内閣に対する勧告によって、法律の委任に基づく具体的基準は人事院規則等の制定・
改廃によって、労働基本権制約の代償機能を適切に果たすよう努めてきた。昨年12月の
公務員制度改革大綱においても、現行の労働基本権制約を維持することとされており、
本院としては、労働基本権制約の代償機能を担う機関として、引き続きその責務を万全
に果たしていくこととしたい。

公務員給与制度の見直しに当たっては、年功的運用により硬直的になっているといわ
れる俸給について、俸給表の級構成や昇給の在り方などを見直すとともに、仕事や役割
に応じた給与の新設、在職期間の長期化に対応する給与上の措置の導入、勤勉手当の在
り方の見直し、地域間の給与配分の在り方などの諸課題について、早急に検討していく
必要がある。

なお、本年６月には、人事制度全般についての基準化・事務簡素化等の一環として、
給与制度についても大幅な基準化を図り、初任給（中途採用を含む、昇格、昇給等の際
の給与決定に当たり、あらかじめ本院が定めた基準 ）に合致する場合には、本院の事。
前の協議・承認を不要とし、各府省限りで行うことができるようにした。また、抜擢人
事についても各府省の意見を聴取し、本府省の課長・室長ポストに就いた者については
経験年数等のいかんにかかわらず当該ポストにふさわしい処遇を各府省の責任において
行うことができるようにしたところである。これ以外の抜擢人事の仕組みや俸給の特別
調整額の支給の在り方についても、関係者の意見を聴取しつつ整備することとしたい。
今回基準化ができなかったものについても、事例の蓄積をみるとともに、各府省当局
など関係者からの意見等を踏まえながら、適切な基準の整備を図っていくこととする。

（独立行政法人等の給与水準の把握）
国の事務・事業の独立行政法人化に伴って、給与法の適用を受ける非現業一般職国家
公務員から、労使交渉により給与が決定される独立行政法人の役職員に移行する者が増
加している。非現業公務員と独立行政法人職員の給与決定システムが異なる以上、給与
水準等に相違が生ずることは当然であるが、そのばらつきがあまりに大きく、独立行政
法人の給与水準が事実上大幅に上昇した場合などには、非現業公務員の給与の制度や運
用にも影響を及ぼすとともに、人事交流等の障害となることも懸念される。今後とも、
国と独立行政法人あるいは特殊法人等との間の人事交流は必要であり、円滑な交流に資
するよう両者間の給与水準に一定の均衡が必要であること、国が運営経費の負担を行っ
ているこれら法人等の給与の在り方については納税者として国民の関心も高いことなど
を踏まえると、これらの法人等の役職員の給与水準について、国として一体的に把握し
ていくことが必要であると考えられる。

（人事・給与等業務の電子化の推進）
政府全体として電子政府を実現するための諸施策が進められる中、本院としては、関
係府省と連携協力して、職員から各種届出・申請の受付を含めた人事・給与等業務のシ
ステム化と、これと一体となった各府省共通データベースの構築を推進する。また、人
事・給与等に関する各種届出、申請、通知等について、電子化に適合するものとするた
めの人事院規則等の整備を図り、各府省の人事・給与等業務の電子化を支援することと
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する。

７ 給与勧告実施の要請
人事院の給与勧告制度は、労働基本権を制約されている公務員の適正な処遇を確保す
るため、情勢適応の原則に基づき公務員の給与水準を民間の給与水準に合わせるものと
して、長年の経緯を経て国民の理解と支持を得ながら公務員給与の決定方法として定着
している。
公務員は、本府省をはじめ離島やへき地を含め全国津々浦々で、国民生活の維持・向
上、生命・財産の安全確保等の職務に精励している。特に、近年は行政ニーズが増大す
るとともに複雑化する中で、個々の職員が高い士気をもって困難な仕事に立ち向かうこ
とが求められており、公務員給与は、そのような職員の努力や成果に的確に報いていく
必要がある。
本年の改定は、月例給の引下げ等を内容とするものとなったが、民間準拠により公務
員給与を決定する仕組みは、長期的視点から見ると公務員に対し国民から支持される納
得性の高い給与水準を保障し、前述のような職員の努力や成果に報いるとともに、人材
の確保や労使関係の安定などを通じて、行政運営の安定に寄与するものである。国会及
び内閣におかれては、このような人事院勧告制度の意義や役割に深い理解を示され、勧
告どおり実施されるよう要請する。
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勧 告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号)､一
般職の任期付研究員の採用 給与及び勤務時間の特例に関する法律 平成９年法律第65号、 （ ）
及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成12年法律第125号）を
改正することを勧告する。

１ 一般職の職員の給与に関する法律の改正
(1) 俸給表
現行の俸給表を別記第１のとおり改定すること （省略）。
(2) 諸手当
ア 初任給調整手当について
(ｱ) 医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を
311,400円とすること。
(ｲ) 医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は
歯学に関する専門的知識を必要とする官職にあるものに対する支給月額の限度を
50,800円とすること。

イ 扶養手当について
(ｱ) 配偶者に係る手当の月額を14,000円とすること。
(ｲ) 配偶者以外の子等の扶養親族のうち３人目からの手当の月額を１人につき5,000
円とすること。

ウ 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当について
(ｱ) 平成14年度の期末手当及び期末特別手当の支給割合
ａ 平成14年12月及び平成15年３月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ
1.85月分及び0.2月分（特定幹部職員にあっては、それぞれ1.65月分及び0.2月
分）とし、平成14年12月及び平成15年３月に支給される期末特別手当の支給割
合をそれぞれ1.8月分及び0.25月分とすること。
ｂ 再任用職員については、平成14年12月及び平成15年３月に支給される期末手
当の支給割合をそれぞれ0.95月分及び0.2月分（特定幹部職員にあっては、それ
ぞれ0.85月分及び0.2月分）とし、平成14年12月及び平成15年３月に支給される
期末特別手当の支給割合をそれぞれ0.95月分及び0.2月分とすること。

(ｲ) 平成15年度以降の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給時期及び支給割
合
ａ 期末手当及び期末特別手当について、３月に支給しないこととすること。
ｂ ６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.55月分及び1.7月
分（特定幹部職員にあっては、それぞれ1.35月分及び1.5月分）とし、６月及び
12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.7月分（特定幹部職員にあっ
ては、それぞれ0.9月分）とし、６月及び12月に支給される期末特別手当の支給
割合をそれぞれ1.7月分及び1.8月分とすること。
ｃ 再任用職員については、６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそ
れぞれ0.85月分及び0.9月分（特定幹部職員にあっては、それぞれ0.75月分及び
0.8月分）とし、６月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.35
月分（特定幹部職員にあっては、それぞれ0.45月分）とし、６月及び12月に支
給される期末特別手当の支給割合をそれぞれ0.9月分及び0.95月分とすること。

エ 委員、顧問、参与等の職にある非常勤職員の手当について
一般職の職員の給与に関する法律第22条第１項の委員、顧問、参与等の職にある
非常勤職員に対する手当の勤務１日についての支給額の限度を38,400円（その額に
より難い特別の事情があると人事院が認める場合にあっては、100,000円）とするこ
と。

(3) 特例一時金について
特例一時金は、廃止すること。

２ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の改正
(1) 俸給表
ア 現行の俸給表を別記第２のとおり改定すること （省略）。
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イ 第１号任期付研究員について、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間
の特例に関する法律第６条第４項の規定により決定できる俸給月額に、一般職の職
員の給与に関する法律の指定職俸給表12号俸の額に相当する額を加えること。

(2) 期末手当について
ア 平成14年度の支給割合
平成14年12月及び平成15年３月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.8月
分及び0.25月分とすること。
イ 平成15年度以降の支給割合
６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.7月分及び1.8月分と
すること。

３ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正
(1) 俸給表
現行の俸給表を別記第３のとおり改定すること （省略）。

(2) 特定任期付職員の期末手当について
ア 平成14年度の支給割合
平成14年12月及び平成15年３月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.8月
分及び0.25月分とすること。
イ 平成15年度以降の支給割合
６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.7月分及び1.8月分と
すること。

４ 改定の実施時期等
(1) 改定の実施時期
１から３までの改定は、この勧告を実施するための法律の公布の日の属する月の翌
月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から実施すること。ただし、
１の(2)のウの(ｲ)、２の(2)のイ及び３の(2)のイについては、平成15年４月１日から
実施すること。
(2) 平成14年12月に支給される期末手当及び期末特別手当の特例
ア 平成14年12月に支給される期末手当又は期末特別手当の額は、(ｱ)に定める額から
(ｲ)に定める額と(ｳ)に定める額との差額に相当する額を減じた額((ｳ)に定める額が
(ｲ)に定める額を超える場合には、その超える額に相当する額を(ｱ)に定める額に加
えた額）とすること。この場合において、(ｱ)に定める額が当該差額に相当する額を
超えないこととなる職員には、支給しないこととすること。
(ｱ) 期末手当基礎額又は期末特別手当基礎額に、平成14年12月に支給される期末手
当又は期末特別手当の支給割合を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得
た額
(ｲ) 平成14年４月１日から１から３までの改定の実施の日の前日までの間 以下 調（ 「
整期間」という ）において在職した期間について受けた俸給、初任給調整手当及。
び扶養手当並びにそれらの改定に伴い額が変動する給与の合計額
(ｳ) １から３までの改定後の俸給、初任給調整手当及び扶養手当を基礎として調整
期間において在職した期間について算定した俸給、初任給調整手当及び扶養手当
並びにそれらの改定に伴い額が変動する給与の合計額

イ 調整期間において俸給表の適用を受けない国家公務員として在職した期間その他
の期間がある職員について、アの額の算定に関し所要の措置を講ずること。
ウ その他平成14年12月に支給される期末手当及び期末特別手当の特例に関し必要な
措置を講ずること。
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公務員制度改革が向かうべき方向について

（はじめに）
グローバル化、ＩＴ化、市場原理の導入という大きな潮流が、社会の様々な場面に決定
的な影響を与えつつある。こうした動きは、行政を担う公務員の在り方についても、大胆
な変革を迫っており、公務員制度改革が喫緊の課題となっている。
現在の公務員制度の基本法である国家公務員法は、新しい憲法の下、昭和22年天皇の官
吏から国民全体の奉仕者としての公務員への改革を目指して「公務の民主的且つ能率的な
運営を保障する」ことを基本理念として制定された。
翌23年には、公務組織における労働運動の高まりを受けて労働基本権が制約され、その
代償措置として情勢適応の原則（官民比較）に基づく人事院勧告制度が導入された。しか
し、戦後の混乱と我が国の雇用慣行等の中で、国家公務員法の予定した職階制が採用され
ないなど、その理念を具体化させるための諸施策は完全に実施されるには至らなかった。
そのため、キャリアシステムなど戦前の官僚制度の下でのシステムが、運用として引き続
き行われ、また政に対する官の優位の風潮が戦後も残るなど民主化と能率化という国家公
務員法の理念が十全に実現されるところとならなかった。
グローバル化や経済社会の成熟等に伴う公務員制度上の今日的課題への対応は不可欠で
はあるが同時に現在進められている公務員制度改革においては戦後改革が不十分であった
ために残った特権主義的な官僚制度の残滓などの戦前期の非民主的な行政組織の体質をぬ
ぐい去り、公務員制度が本来的に目指す民主的で能率的な理念の実現を図ることが求めら
れている。

（人事院の果たしてきた役割と反省）
人事院は、昭和23年に設立されて以来、中央人事行政機関として、公務員の中立公正の
確保と労働基本権制約の代償機能という責務を担ってきた。中立公正の確保については、
公務員が政治的な動きに左右されず全体の奉仕者として職務を遂行できるよう努めてきて
おり、代償機能については、給与勧告に代表されるように、労働基本権が制約されている
公務員の適正な処遇の確保について着実にその役割を果たしてきた。
昨今、国民の公務員に対する批判が高まり、公務員制度改革が課題とされている中で、
公務員人事管理を所掌する人事院自らも戦後50年果たしてきた役割を十分検証し、過去の
反省を踏まえた上で新たな公務員制度の構築に取り組むことが求められている。
人事院のこれまでの取組を振り返ると、反省すべき点としてまず挙げられるのは、国家
公務員法について、当初重要な柱であると考えられていた職階制が実現されないまま暫定
的な措置で対応し、結果的に国家公務員法全体の見直しを行わなかったことである。もち
ろんその時々において、定年制の導入、勤務時間法や官民人事交流法など民間の状況等を
調査する中で必要な法整備を行ってきたが、国家公務員制度の体系性、理念の徹底という
点で問題を残した。
次に、制度の趣旨と乖離した運用、例えば、国家公務員法自体は給与や昇任について能
力実績主義を原則としているにもかかわらず、各府省の年功的な運用を人事院としても黙
視するなど各府省の人事管理の実情を尊重するあまり中央人事行政機関としての独自性に
欠けるところがあったことが挙げられる。制度の理念とは異なった運用が定着すると、制
度化されていないだけに問題点があいまいになり、改革することも難しくなる。制度は良
いが運用が問題という意識は制度改革のインセンティブを少なくしてきた。
また、人事制度は、給与など公務員個人の生活に直接関係するだけに、他の行政分野以
上に継続性が要請されるが、継続性を尊重するあまり施策が保守的になり中長期的視野か
ら大胆に改革していくという姿勢が弱かったという点も挙げなければならない。
さらに、任用、給与等の制度運用に当たって、中立公正の確保や適正な勤務条件の設定
の観点から個別の承認・協議事項を設けてきたが、長年の実績の積み重ねによりその必要
が薄れてきたものまで過度に懸念し、合理化、簡素化等の適切な対応措置が遅れたことも
挙げられる。
総じて言えば これまで我が国の公務員についての社会的な評価が高かったこともあり、 、
人事行政の継続性、安定性あるいは運用の実効性を重視し、その時々の課題に対しては、
部分的、対症療法的に対応してきたと言うべきであろう。
人事院としては、以上の反省を踏まえつつ、まず国民の公務員に対する批判を厳しく受
け止めたうえで、国家公務員法の全面改正を視野に入れ、前述した古い体質の払拭と現代
的な課題に機動的に対応できる公務員制度の確立に取り組んでいきたい。
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（公務員制度改革についてはオープンな議論が必要）
現在、公務員制度改革については、内閣官房行政改革推進事務局公務員制度等改革推進
室において検討が進められており、国家公務員法改正案について平成15年中を目標に国会
提出、関係法律案の立案及び下位法令の整備は平成17年度末までに計画的に実施される予
定となっている。
公務員制度は、公務員だけでなく、行政の在り方、国民生活に重大な影響を与えるもの
であり、その改革案については、将来を見据えた幅広い見地から検討される必要がある。
また、改革された制度が国民から支持され、実効性を持って運用されるためには各界有識
者を含め各方面で広くオープンに議論され関係者の十分な納得を得ることが不可欠であ
る。人事院としても、そうした広範な議論に資するため、まず公務員制度の抱えている問
題点を分析した上で、あるべき公務員制度改革の方向性と、公務員制度等改革推進室で検
討中の公務員制度改革案に対する人事院の意見を表明する。

１ 公務員制度に対する国民の批判と課題
近年公務員制度に関し国民から様々な疑問や批判が投げかけられている行政の信頼確
保のためには、国民の批判に正面からこたえることがその出発点であり、公務員制度改
革に当たってはまずこれらの批判を受け止め、改革に向けた取組の共通認識とする必要
がある。

ア 幹部公務員の不祥事～公務員倫理の低下～
これまで多くの国民から、公務員は低い給料で、国のために「滅私奉公」してお
り、汚職などは極めて例外的な個人の問題とみられてきた。
しかし、リクルート事件以来の相次ぐ幹部公務員の不祥事は、単に個人の問題と
してではなくその原因が公務員制度に内在するのではないか閉鎖性や特権的意識を
生みやすい構造的な問題があるのではないかという疑問を投げかけている。さらに
外務省にみられる最近の不祥事は、その疑問を一層強いものとしている。

イ 公務員の行政能力についての疑問～行政の失敗～
これまで、公務員は、極めて難しい試験に合格し、全体の奉仕者として何が公益
かを判断できるエリートであり、選挙への利害を考えざるを得ない政治家より公務
員に行政を任せておいた方が安心であるという風潮があったしかし様々な分野で行
政の失敗とされる事例が指摘され将来の生活がますます不透明になる中で、国民の
間には、公務員の不祥事もあいまって、これまでのように公務員に自分達の進路を
任せていてよいのだろうかという不安が生まれてきた。薬害エイズ、ＢＳＥ（牛海
綿状脳症）対策など行政の過ちに対しては、国民の厳しい批判がある。

ウ セクショナリズム～公務組織の閉鎖性と省益の自己目的化～
公務組織は、職員の採用から退職後の再就職の斡旋に至るまで採用時の府省が一
括管理している。また、中途採用や民間との交流は例外的であり、学卒者を先輩が
徒弟的に育成することにより各府省独自のカラーが生まれ、より閉鎖的なサブカル
チャーを生み出している。このような同質性の高い閉鎖的組織においては、組織の
価値観、慣行が優先されており、それらが国民の常識との乖離を生じさせている。
こうした公務組織の閉鎖性は、省益や所属集団の利益を自己目的化した思考行動
様式を醸成しやすくセクショナリズムを生じさせている。その結果、必要のなくな
った組織や事業がいつまでも存続したり、複数の府省にかかわる政策の調整がつか
ず、政府として一体となった迅速な対応が阻害されているとの批判がある。

エ キャリアシステム～特権的意識の醸成～
公務員の人事管理においては、採用時の１回限りの試験結果で幹部候補者の選抜
を行い、採用同期の者は一定年齢までほとんど差を付けない早い昇進と遅い選抜に
よるいわゆる「キャリアシステム」が採られている。
キャリアシステムは、国家公務員法上の制度ではなく、戦前の文官高等試験の下
でのシステムが運用として残ったものであるがこれにより例えば、Ⅰ種（特に事務
系）試験で採用された者は昇進が早く、その多くが指定職になることができるのに
対して、Ⅱ種・Ⅲ種試験で採用された者は、優秀であっても、指定職になるのは容
易ではない。
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このようなシステムによって、Ⅰ種採用職員の中には誤った特権意識を抱く者が
出てきたり、優秀なⅡ種・Ⅲ種採用職員の意欲を削いだりすることとなり、また組
織の活力の維持に支障を生じるなど弊害が目に付くようになっている。

オ 退職管理～「天下り」に対する厳しい批判～
公務員の定年年齢は原則60歳と定められているが、各府省では、キャリアシステ
ムの下、組織の新陳代謝を図り活力を維持する趣旨で、Ⅰ種採用職員の場合、50歳
前後から早期に退職するよう勧奨する慣行が広く行われ、退職した公務員は、特殊
法人、公益法人や民間企業に再就職している。
しかし、こうした再就職は、国民からは「天下り」として、各府省からの押し付
けである、また給与や退職金が高額であるといった厳しい批判がなされている。特
に、経済の停滞が続き、これまで退職者を受け入れてきた民間企業等にも余裕がな
くなる中「天下り」が公益法人等、の増加や官民癒着の原因とみなされるなど、国
民の批判はかつてないほど厳しいものとなっている。

カ 政官関係の在り方～コンセンサスの欠如～
国民の公務員に対する信頼が揺らぐ一方、目まぐるしく変動する経済社会状況へ
の対応、限られた資源の下での政策の選択など大胆な政治的な決断を要する課題が
増加している。また、政策立案についての幅広い知識と情報を有する政治家が増加
する中で 民主主義の理念を徹底し 国民に対する責任体制を明確にする観点から、 、 、
政治主導、内閣主導が強く要請されるようになった。しかし、政治主導の下で、政
と官が政策の企画立案 実施という役割をどのように分担していくのかについては、 、
必ずしもコンセンサスが得られておらず、そのことが公務員の行動原理や養成に当
たっての理念をあいまいにし、また、意欲の阻喪にもつながっている。

キ 年功主義～能力主義の形骸化と身分保障への安住～
厳しい社会経済情勢の下、民間は能力実績主義が徹底され、終身雇用も崩れつつ
あるのに対し公務員は厳しい財政状況の下にありながら本来は行政の中立性を確保
するための身分保障に安住し、漫然と年功主義の人事運用を継続しているとの批判
がある。
こうした批判がある一方、年功的な処遇は、中央府省等で極めて過重な職務に追
われている若手職員等にとっては、仕事に見合った処遇がなされていないという不
満を生んでいる。

２ 公務員制度改革が向かうべき基本的方向
以上述べた諸問題を解決するためには、公務員制度だけでなく我が国の政治行政全般
についての幅広い取組が必要であるが、人事院としても公務員制 、度上の改革につい、
て先に述べたように各方面での広範な議論に資するためその基本的な改革の方向を示す
こととしたい。

(1) 国民全体の奉仕者としての公務員の確保・育成
公務組織の閉鎖性を排し、セクショナリズムに陥ることを防ぐには、公務に対する
強い使命感と責任感を持ち、時代の要請に対応できる専門能力と広い視野を併せ持っ
た人材や、任期付職員法等の整備により近年採用が進められている公務とは異なる経
験を持った人材など多様な人材を積極的に確保・育成していくことが必要である。
ア 採用試験の改革（これからの行政の中核を担う人材の確保）
行政の複雑・高度化の下で、国民の期待にこたえる質の高い行政を実現するため
には、専門性や独創性に富んだ人材の確保・育成が重要な課題となってきている。
加えて、法科大学院の平成16年４月からの学生受入れに向けて具体的な検討が進め
られるとともに、政策の立案や評価にかかわる職業人養成をねらいとする公共政策
系大学院等の構想も示され、公務の人材供給源の変化が見込まれる状況にある。
このため現在の公務員試験における知識偏重との批判も踏まえつつⅠ種採用試験
を中心に、論文試験を主体とした、問題設定能力・多角的考察力等の能力検証を重
視する採用試験の内容・方法に改めるほか、現在各府省の協力を得て人事院及び各
府省の人事課長等３名で行っている人物試験について改善を図る。
イ 退職管理の一元化と在職期間の長期化（「天下り」問題への対応）
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「天下り」問題を解決するためには、退職後の再就職管理を内閣に一元化するこ
とにより、企業との癒着を防止するとともに、各人の能力に応じた公平な退職管理
を目指すことが必要である。
また、現在行われている早期退職慣行を是正し、原則として定年まで働ける体制
を作ることは「天下り」問題の是正あるいは個人の能力の活用という点からも不可
欠である。そのため、能力・実績・適性に応じた厳しい人事管理、平均的な昇進年
齢の引上げ、スタッフ職の整備と適切な処遇の確保、重要な地方機関の長への経験
豊かな幹部職員の起用等により 在職期間の長期化に向けた取組を進めるとともに、 、
これを前提とした給与制度等の在り方を検討し、必要な制度上の整備を行う必要が
ある。

ウ 幹部公務員の人事交流の推進（セクショナリズムの是正）
府省間人事交流は、異なった経験を持つ人材を送り込むことによってセクショナ
リズムを是正するとともに、組織を活性化し、また公務員個人にも、新しい行政分
野に取り組ませることにより幅広い視野を持たせることができる。今後、各府省の
管理職に占める他府省出身者の割合について具体的な数値目標を設定するなどによ
り、特に幹部公務員の府省間人事交流を進める必要がある。

エ 研修における国民全体の奉仕者としての意識の徹底（公務員倫理の徹底）
公務員としての使命感、緊張感の欠如が厳しく指摘されている今日、公務員に対
して全体の奉仕者であることの意識の徹底や公務員としての倫理観のかん養を図る
ための研修を一層充実することは極めて重要である。このような研修は所属府省を
越えて共通に実施することが効果的であり、人事院が実施している各府省合同参加
形式の研修を、今後とも一層充実する必要がある。
また 今後 専門的な知識経験を有した民間人材の採用の増加が見込まれるため、 、 、
これらの者に対しても倫理観のかん養や行政の中立性・公正性についての意識の徹
底に重点を置いた研修を実施する。

オ 不祥事の防止と厳正な懲戒手続
不祥事の防止については、国家公務員倫理法の適正な運用を確保するほか、平成
10年度年次報告書で言及したように、不祥事の誘因となってきた公務の閉鎖性や特
権意識を打破するため、官民あるいは府省間の人事交流や多様な人材の活用、権限
を背景とした再就職の排除、また国民としての常識、感覚を保持していくためのボ
ランティア体験の導入などを今後とも重点的に推進することが重要である さらに。 、
最終的な担保は職員個々の倫理観であることを再確認し、倫理研修を幅広く充実し
ていくことが必要である。
また、新たな取組として、職員の不祥事に対する調査・処分に一層の厳正・公正
さを確保するため、現行制度を見直し、各府省による懲戒手続の在り方についても
検討する。

(2) 政官関係の明確化
平成13年から新たに副大臣、大臣政務官が各府省に配置されており、行政内部にお
ける政官関係については人事院として平成11年度年次報告書で、副大臣、大臣政務官
と公務員とがそれぞれの役割を十分発揮しながら協働していけるよう政策立案過程と
執行事務における両者の役割について言及したところである。
現在、政官関係の在り方については、大臣、副大臣等の行政内部における政治家と
の関係ばかりでなく、政党あるいは政治家個人と官僚との接触ルールの在り方等につ
いて広く議論され、７月には内閣において、政と官の適正な役割分担と協力関係を目
指し、基本認識を示すとともに、例えば国会議員等から官への個別の行政執行に関す
る要請であって対応が極めて、困難なもの等についての取扱いなど当面の対応方針が
とりまとめられた。
今後これらの適切な運用を通じて政官関係に関する国民のコンセンサスが形成され
ていくことが期待される。

(3) 今後の行政を担う幹部公務員の選抜と計画的育成
－キャリアシステムの見直し－
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極めて複雑、専門化し、かつ激変する社会・経済にあって、国民の要請にこたえる
質の高い行政を展開していくためには使命感責任感を持ち政策立案能力、管理能力等
にも優れた有能な幹部公務員は不可欠であり、幹部要員の早期選抜、計画的育成シス
テムは、今後とも必要である。
しかしながら、現行の幹部養成システムであるキャリアシステムは、前述のような
弊害が指摘されているため、現行の採用時の１回限りの採用試験の別による選抜方法
の見直し、幹部要員への集中的・効率的人材育成の実施、中途採用者等への公平な機
会の付与などに十分配意し、新たな中核人材の選抜・育成システムの構築に向けて、
有識者や各府省の参加も得て見直しに着手し、幹部公務員の選抜、養成システムにつ
いての国民的な合意形成を図る必要がある。

(4) 公務組織における専門性の強化
グローバル化、ＩＴ化等が進み、経済社会のシステムが極めて複雑化、高度化する
中で、これらの状況に的確に対応し、国際的にも競争力のある行政の展開を可能とす
るため、行政全体の専門能力を高めることが強く求められている。
任期付職員法等による外部からの専門家の登用は、金融経済等の専門行政分野で活
用され始めているが、今後も高度の専門性が問われる分野、民間が先行している分野
等では公務外から積極的に専門家を受け入れていく必要がある。
また、高度の専門的知識、能力に裏付けられた政策の企画立案やルールの監視等の
機能を行政が果たしていくためには、公務組織内においても特定の分野に精通し、外
部の専門家と共同して政策形成等に当たることもできる人材を計画的に育成していく
必要がある。これまでのように、２～３年ごとの頻繁な定期異動により幅広い経験を
積ませる昇進管理ばかりでなく、職員の希望を踏まえつつ、一つの専門領域で職務経
験を重ね、スペシャリストとして活用されるキャリアパスを用意する。このキャリア
パスを組織に定着させ スペシャリストの計画的育成を実効あるものとするためには、 、
それぞれのキャリアパスごとに専門性を磨くことのできる教育・訓練の場や外部専門
家、シンクタンク等との人事交流の機会を設けること、ライン業務に主として従事す
るいわゆるジェネラリストとの間の異動可能性を一定段階まで考慮することなどが必
要である。さらに、専門家としてその職務を適切に評価した処遇を確保することも重
要である。
このような措置は、多様な人材の育成であるとともに、在職期間の長期化にも資す
るものである。

(5) 職務・職責を基本とした能力実績主義の確立
給与と昇進管理の両側面から働きに応じた処遇を確保し、働くことへの適切なイン
センティブを付与するとともに、適材適所の配置により、個々人の有する能力・資質
を最大限に引き出すことが必要である。また、全体として士気の高い職員集団を形成
するためには、公正で納得性のあるルールや基準に基づき給与等の処遇や配置を決め
ることが重要であり、それを実現するための新たな人事評価制度の構築が不可欠であ
る。
ア 給与制度の改革
職員の給与に関する報告（別紙第１)「６ 公務員給与制度の基本的見直し」を参
照 （省略）。

イ 新たな人事評価制度の導入（公平で透明性のある能力実績評価）
公務には多種多様な職場や職域・職種が存在するため、以下を基本的な枠組みと
しつつそれぞれに適合する人事評価の仕組みを構築する。新たな人事評価制度が適
切に機能するためには、制度の導入に当たって職員の十分な理解と納得を得ること
が重要である。
(ｱ) 評価の対象要素は、実績と能力とし、実績評価は、俸給、勤勉手当等に反映さ
せ、能力評価はその結果の積み重ねを昇進管理・配置等に用いることを基本とす
る。
(ｲ) 実績評価は、組織目標等からブレイクダウンした各職員の職責や役割を明確に
した上で、それを踏まえた業務目標設定とその達成度評価により行う。また、能
力評価は、職務遂行行動に着目し、そこに顕在化した能力の有無及び程度を測る
ことにより行う。
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(ｳ) 人事評価は、評価者と被評価者双方の理解と納得の上に実施することが必要で
あり、評価方法の確立に加え、評価を円滑に実施するための評価者訓練や苦情処
理の仕組みを整備する。なお、多面的評価など評価がより適切、公正となるよう
な手法を検討する。

(6) 個人を重視した人事管理の推進
行政組織がその組織活力を十分に発揮するためには 今後の少子高齢化社会の到来、 、
女性の社会進出の増大等を視野に入れながら、多様な人材を活用するとともに、組織
を構成する個々人の価値観等を尊重しその能力を最大限に引き出すことのできる人事
管理を行う必要がある。
ア 女性国家公務員の採用・登用の拡大
本人の意欲と能力に基づく実質的な男女平等の実現に向けての取組は、多様な人
材の確保・育成や個々の職員が働きやすく、持てる能力を最大限に発揮できる活力
ある職場作りにつながるものである。現在、各府省等は、昨年５月に人事院が策定
した「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」に基づき「女性職員の採
用・登用拡大計画」を策定し、女性国家公務員の採用・登用の拡大に本格的に取り
組み始めたところである。
今後、この指針及び計画に基づき、各府省と連携しつつ、総合的かつ計画的に取
組を推進する。
また、職業生活と家庭生活の両立のための環境整備として、育児休業制度等の拡
充が図られたが 男性職員のこれら制度の活用が促進されるよう努める必要がある、 。

イ 業務の効率化と実効ある超過勤務の縮減（コスト意識の徹底）
業務遂行を効率化し、実効ある超過勤務の縮減を図るには、まず個々の事務につ
いてその重要度、必要度を洗い直し、事務の合理化（既存の事務の統廃合、進め方
の改善、アウトソーシング等）を行うことが必要である。長時間の超過勤務が慢性
化している中で事務の合理化を行うためには、管理職に「残業はコストである」と
いう意識を与えることが不可欠である。その際、必要な業務については明確な超過
勤務命令を出して超過勤務手当を支給し、その支給額と仕事の成果の対比によって
その管理能力、事務処理能力を評価することも一つの方策である。

ウ 勤務形態の多様化（フレックスタイム制、短時間勤務制等の拡大）
(ｱ) 就業意識の変化や少子高齢化が進展し、育児・介護などの事情によりフルタイ
ムでは働けない、固定的な勤務時間帯では勤務できないといった職員の個別の事
情に応じることが求められている。また、公務においても業務の性格上拘束時間
の長短で勤務実績を測ることになじまず弾力的な勤務が公務能率の促進に有効と
考えられるものもある。これらを踏まえ、フレックスタイム制や裁量勤務制、さ
らには短時間勤務制など多様な勤務形態の導入について検討していく必要があ
る。
(ｲ) 非常勤職員に関しては、現在まで十分な制度的整備がなされておらず、非常勤
職員が、常勤職員とほぼ同様の勤務実態を有しながら、定員等の都合で非常勤と
して採用されるといった運用がみられるところである。こうした現状を是正する
ため、非常勤職員の範囲の明確化や給与、勤務時間・休暇等の処遇や身分保障等
について、関係府省が十分連携し、制度的な整備を検討する必要がある。

(7) 中央人事行政機関と各府省
ア 中立第三者機関としての人事院の役割
＜中立公正性の確保＞
議院内閣制の下で公務員が憲法第15条に定める全体の奉仕者として国民の求める
中立公正な行政運営を担っていくためには、その基盤となる公務員制度において、
公務員の中立公正性を確保できる仕組みが必要である。このため、人事院は、内閣
の所轄の下にあって独立性を備えた行政委員会として、公務員人事の中立公正性の
確保の観点から、公務員制度に関する意見の申出等のほか、基準の設定、監視等に
当たるとともに、採用試験や研修の企画立案及び実施に当たっている。今後とも、
各大臣が所管行政を遂行するため、所属職員に対して人事権を行使するに当たって
は、公務員が全体の奉仕者として中立公正に職務遂行を果たし得る枠組みが機能す

80



ることが重要であり 中立第三者機関として人事院が果たすべき役割は大切である、 。
＜労働基本権制約の代償機能の発揮＞
公務員の労働基本権を制約することについては憲法上の要請としてその代償措置
が必要とされている。公務員の労働基本権制約の仕組みが引き続き維持されるので
あれば、給与、勤務時間等の勤務条件の基準設定については、人事院が基礎的事項
について国会及び内閣に勧告し、細目的事項について人事院規則等において定める
など、憲法が要請する代償機能を適切に発揮する仕組みが引き続き維持されること
が必要である。

イ 人事管理の弾力化
公務員人事管理においては、成績主義を確保すること、人件費の膨張、防止を図
りつつ適正な勤務条件を設定することなどを目的として任用給与等の基準を定める
必要があるが、一般的な基準では対応できないなどの場合においては、人事院の個
別の承認、協議によっている。
近時における規制緩和という行政システム全体の流れの中で、公務員人事管理に
おいても、各大臣が機動的、弾力的な人事管理を責任を持って行い得るようにして
いくことが求められている。この場合、年功主義的な人事慣行と人事院の事前チェ
ックにより希薄になりがちであった各大臣の人事管理に対する責務の自覚が欠かせ
ない。また、機動的、弾力的な人事管理は、運用を間違えると公務員の中立性を損
ない、行政に対する国民の信頼を失うおそれや組織等の肥大化を招くおそれがある
ため、外部機関によるチェックについては今後とも十分機能させるようにしていく
ことが不可欠である。
人事院としては、以上のような考え方に基づいて、これまでの事例の積み重ね等
を経て明確な判断基準を示し得るものについて、既に任用、給与、勤務時間等の取
扱いについて大幅に基準化への転換を図ったところであり、今後とも、各府省の運
用の実情を踏まえつつ、必要な基準化や適切な事後チェック等を行っていくことと
したい。

３ 現在進められている公務員制度改革
以上のような改革の基本的方向を踏まえると、現在進められている公務員制度改革を
国民の期待にこたえた、より実効的なものとするには、次のような基本的視点や留意点
を踏まえた更なる検討や議論が必要である。
(1) 基本的な視点にかかわる事項
ア 公務員に対する国民の批判にこたえることが改革の出発点
公務員制度改革を進めるに当たっては公務員が国民全体の奉仕者として、政治的
影響を受けず特定の利害に捕らわれることなく 中立公正に職務を遂行するという、 、
公務員制度の基本理念が原点になければならない。そのためには国民から厳しく批
判されてきた「天下り」問題や不祥事への対応、旧来的な特権意識に根ざした制度
や運用の見直しなど真に国民が求める課題の解決を、改革の出発点とする必要があ
る。

イ オープンな議論に基づく関係者の納得と国民の理解
公務員制度は 我が国の行政の在り方や国民生活にかかわる重要な仕組みであり、 、
改革内容の具体化に向けては、有識者を含む各方面のオープンな議論が行われる必
要がある。また、改革後の制度が改革の趣旨に即して運用されるためには、各府省
当局・職員団体と十分に意見の調整が行われることが不可欠である。

ウ セクショナリズムを是正し内閣の下での政治主導を確立することが重要
行政改革会議最終報告 公務員制度調査会答申など行政改革の基本的な考え方は、 、
セクショナリズムを是正し、内閣の下での政治主導を確立することであった。しか
し、現在進められている改革については、大臣権限を強化し、また府省の肥大化を
抑える機能を持っている人事院や総務省行政管理局の関与を弱めるなどセクショナ
リズムを更に助長する方向にあるのではないかと各方面から懸念が示されている。
こうした指摘を十分踏まえ、現在検討されている民間企業への再就職の大臣承認制
や各府省幹部候補職員の集中育成制度等については、セクショナリズムの助長にな
らないよう検討する必要がある。
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エ 政官の適切な役割分担についての考え方を明確に
昨今の政治主導の流れの中で 政と官の間に適切な緊張関係と協力関係が保たれ、 、
それぞれの特性が生かされることが重要である。公務員制度においては、公務員が
成績主義を基礎として、政権交代を前提とした議院内閣制の下、いかなる政党政治
の下でも「全体の奉仕者」として中立公正に職務を遂行する公務員を前提とした仕
組みとする必要がある。
改革案では 国家戦略スタッフ等の提案がなされているが 政と官との役割分担、 、 、
政治的任用との関係などがあいまいであり、事実上の官主導にならないようにする
ためにもまず政官の適切な役割分担についての考え方を整理した上での検討が必要
である。

オ 公務員制度における運用の重要性
今回の改革を進めるに当たっては、公務員制度の抱えていた制度と運用の乖離と
いう問題についての検討が極めて重要である。現行公務員制度においても、外部か
らの人材登用や抜擢は可能であり、また、勤務実績に基づいて給与の上でも相当程
度の差を付けることが可能である。それにもかかわらず、現実には年次主義的な昇
進管理や成績反映給与（特別昇給、勤勉手当）の持回り的運用などが広く行われ、
抜擢人事などもほとんど行われてこなかった。こうした事実の背景や要因を、制度
のみならず運用に踏み込んで分析・評価し、実効性のある改革となるよう制度設計
する必要がある。
また、全国それぞれの公務の職場において制度の適切な運用が図られるためには
労使関係の安定が不可欠であり、そうした労使関係への視点も考慮して制度設計す
る必要がある。

(2) 具体的な制度設計にかかわる事項
以下、現在進められている改革を今後具体化するに当たっての、主要な留意点を述べ
ることとしたい。
ア 「天下り」問題への適切な対処と計画的な在職期間長期化
営利企業への再就職規制として人事院の事前承認をやめて大臣承認制にすることに
対しては、退職勧奨の当事者である大臣が承認権者であることが合理的であるか大臣
が個別の「天下り」までチェックできるか、各府省のセクショナリズムを助長するの
ではないか等マスコミ、学者等有識者もそろって厳しく批判している。いわゆる「天
下り」問題に関しては、営利企業への再就職だけでなく、特殊法人・公益法人等への
「天下り」についても国民の厳しい目が向けられており、今回の改革においてこの問
題に適切に対処するか否かは、行政の信頼の根幹にかかわってくる。この際、すべて
の再就職について、当事者である各大臣でなく内閣が一括管理することを検討する必
要がある。
同時に「天下り」の根本的な原因である幹部公務員の過半数が50歳代前半で退職し
ているという早期退職慣行の是正が急務である。この点については、政府全体として
在職期間の長期化を計画的に進めることとされているところであり、各府省の積極的
な取組が期待される。

イ 採用試験制度の抜本的見直しと中立公正性の確保
今回の改革ではⅠ種試験の合格者数を大幅に増加させ採用予定数の概ね４倍程度と
する考え方が示されているが、採用につながらない合格者が大幅に増えること、特に
中央官庁の情報に疎い地方の合格者が不利になること、情実任用が懸念されること等
の問題が指摘されている。
採用試験においてこれからの行政の中核を担う真に優秀な人材を確保していくため
には、合格者数等の個別の問題にとどまらず、行政環境の変化や平成16年４月に予定
されている法科大学院設置の動き等をも踏まえ、採用試験制度を抜本的に見直し、試
験の内容・方法を知識偏重型から思考重視型に改めるための検討が重要である。
また、採用試験の企画立案については、試験の中立公正性に対する国民の信頼の確
保の視点を重視しつつ、国民の期待にこたえる行政を担う人材の確保に向けて、内閣
及び人事院がその本来的機能に即した役割を担う仕組みとすることが適当である。
ウ キャリアシステムについての抜本的見直し
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今回の改革が提案する本府省幹部候補職員を計画的に育成する仕組みは、Ⅰ種採用
職員に係る現行の運用を基本的に変えるものではなく、かえって制度化するおそれの
あることが指摘されている。現行キャリアシステムについては、前述したように各方
面の批判を踏まえつつ、抜本的な見直しの検討に着手する必要がある。

エ 能力等級制度における職制段階と等級とのリンク
能力等級制度の下で適正な給与処遇を確保するためには、能力等級と、課長課長補
佐等の職制段階の区分基本職位とを明確にリンクさせ、職制段階に対応した給与が支
払われる仕組みとすることが必要である。
これは、地方公共団体の例にみられるいわゆる「わたり（職務に対応しない高いラ
ンクの給与が支払われること による人件費増を防止する観点からも不可欠である）」 。

オ 現実に適正な運用が可能な能力評価制度の確立
今回の改革の要である能力等級制度が機能するためのポイントは、明確な職務遂行
能力基準が設定され、それを用いて適切な評価が実際に行われることにある。先進的
な民間企業における賃金制度改革や評価制度導入の成功例をみても、労働組合との十
分な話合いとその納得の下に改革が進められている。
今回の改革においても、各府省当局・職員団体の合意を得た上で評価制度の試行を
十分に行い、客観的で実効性、納得性を備えた能力基準やこれに基づく評価方法を策
定することが必要である。
なお、民間において能力給あるいは職能給制度を導入した企業の中には、能力評価
が形骸化し結果的に年功的な運用に陥ったため、職務給に復帰したり、職能給制度を
大きく見直し仕事と成果に応じた給与（仕事給、業績給）への転換を図る動きが強ま
っていることに留意する必要がある。

カ 労働基本権制約の代償機能の確保
現行の労働基本権制約を引き続き維持するのであれば、公務員の勤務条件の基準に
ついては人事院が代償機能を適切に発揮することが憲法上要請されており、代償機能
の後退は許されない。具体的には、
・ 勤務条件に関する今回の改革については、人事院の勧告等のプロセスを経て法制
化される必要がある。
・ 勤務条件に関する基本的事項は、人事院の勧告を経て法律で定める仕組みとし、
勤務条件に関する細目的事項は、法律の委任に基づいて人事院規則で定める仕組み
とする必要がある。
・ 能力等級ごとの人員枠は重要な勤務条件であり、人事院が各府省の要求や職員団
体の要望等を聴取して具体的な等級ごとの人員数について意見の申出を行い、これ
に基づいて国会で決定される仕組みとすることが必要である。

（おわりに）
グローバル化の進展、民族、国家間の対立などますます複雑化する国際情勢の下で、我
が国が、少子高齢化、低迷する経済など国内問題を解決しつつ、地球規模での諸課題の解
決に寄与し、国際社会の中で尊敬される地位を占めていく上で、公務員に期待される役割
は大きい。
公務員が行政に対する国民の信頼を回復し、使命感、責任感と誇りを持ってその役割を
果たしていくためには、まず「国民全体の奉仕者である」との初心に立ち返り、政治のリ
ーダーシップの下で、広い視野と専門知識を持って国内外の課題に果敢に取り組んでいく
ことが必要である。このような基本認識は、現在進められている公務員制度改革のねらい
と基本において変わらないものと考える。
本報告の意見で述べたキャリアシステムの見直しや在職期間の長期化などは、これまで
の人事慣行を大きく変えるものであり、相当の努力を強いることになるが、国民の批判に
こたえた真の改革にするためには、避けて通れない課題である。
人事院は、中央府省や第一線で日夜真摯に職務に取り組んでいる多くの公務員に国民の
理解と支援が得られることを切に願うとともに、公務員制度改革が着実に行われ、公務員
が国民から真に信頼されつつ、心おきなく職務に精励できるようになることを願うもので
ある。
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